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一般廃棄物処理基本計画

（令和５年度～令和１４年度）



はじめに

２０世紀には、大量生産・大量消費・大量廃棄を

謳う社会システムが、私たちに物質的な豊かさとい

う恩恵を与えてくれましたが、その反面、天然資源

の枯渇、生態系の破壊、二酸化炭素などによる地球

温暖化など、多岐にわたる環境問題を引き起こして

きました。それに対し、２１世紀には、従来のシス

テムとは異なり、環境負荷をできる限り抑えた、自

然と共生しながら資源・エネルギーを有効に活用す

る「持続可能な循環型の社会」への転換が強く求め

られています。

本市では、平成１５年３月に「新座市一般廃棄物

処理基本計画」を策定し、生活環境の保全や公衆衛

生の向上に努めることで循環型社会の実現を目指し、

各施策を推進してまいりました。また、平成２４年３月に策定した第２次計画では、市民・事

業者・市が協働して持続可能な循環型社会を形成することで更なるごみの減量化、再資源化を推進

してまいりました。

その結果、市民・事業者の皆様の御協力により、１人１日当たりのごみ排出量は計画当初と比

較し、大幅に減少しました。これもひとえに市民・事業者の皆様の御協力の賜物であると厚く感謝

申し上げます。

さて、近年マイクロプラスチックを含む海洋ごみ問題や食品ロスをはじめとする様々な環境問

題が、地球規模で進行し、わが国においては、「第五次環境基本計画」、「第四次循環型社会形成

推進基本計画」を策定し、対策が進められています。

このような背景のもと、本市においても前計画が令和４年度に最終年度を迎えるにあたり、ご

みの減量目標等の達成状況や近年変化するごみの現状を考慮した排出量・処理量の将来予測等を踏

まえ、「第３次新座市一般廃棄物処理基本計画」を策定いたしました。本計画は、「ごみ処理基本

計画」と「生活排水処理基本計画」で構成されており、長期的・総合的視点に立って計画的な廃棄

物の処理を推進していくための基本方針となるものです。

今後も本計画に基づきまして、循環型社会を形成することで、ごみの減量化・再資源化を推進

してまいりたいと考えておりますので市民・事業者の皆様の御理解と御協力をお願い申し上げます。

令和５年３月 新座市長 並木 傑

新座市長 並木 傑
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第１編 計画策定に当たって



第１章 計画策定の趣旨

【１】 目的と背景

１ 計画策定の目的

第３次新座市一般廃棄物処理基本計画（以下「本計画」という）は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律

（以下「廃棄物処理法＊」という。）第６条第１項の規定に基づき策定するものであり、本市における今後の

一般廃棄物*処理の長期的・総合的な計画を定めるものです。

２ 計画策定の背景

本市は、平成１５年３月に「新座市一般廃棄物処理基本計画」を策定し、その後、平成２４年３月

に、基本理念「市民・事業者・市が協働し、全国一ごみの少ないまちを目指す」ことを掲げ、令和３

年度までの１０年間を計画期間とする「第２次新座市一般廃棄物処理基本計画」（以下「第２次計

画」という）を策定しました。

これにより、新座市とリネットジャパン株式会社との連携と協力に関する協定により、使用済小型

電子機器の宅配回収の実施、ごみ分別アプリの配信、フードドライブ＊の実施などの取組を行ったほか、

市民、事業者との協働により、ごみの排出量の削減やリサイクル＊率の向上に取り組んできました。

その結果、第２次計画において、ごみ減量化＊の本市の計画目標として定めた３つの数値目標のうち、

「市民１人１日当たりのごみ排出量（総計）」、「市民１人１日当たりの家庭系ごみ＊排出量」を達成

することができましたが、「事業系ごみ＊排出量」については、未達成となっています。

一方、本市の現在の人口は、第２次計画の目標年次である令和３年度の推計人口に対し、約

１，０００人上回っていることや、新型コロナウイルス感染症の影響による在宅勤務等の増加など、

ごみ処理を取り巻く環境も変化しています。

このように社会状況が変化する中で、循環型社会＊を実現するためには、ごみ処理に関する情報を発

信し、その現状と課題を明らかにしていくことが大切です。また、一人ひとりが生活のあり方を見直

し、課題に取り組み、広く継続的な活動につなげていくことが重要です。

そこで、第２次計画の評価や将来予測に基づく課題を踏まえ、本計画を策定しました。

‐1‐

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（抜粋）

第六条 市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画（以下「一般

廃棄物処理計画＊」という。）を定めなければならない。



【２】 他の法令及び計画との関連

本計画は、本市の最上位計画である第５次新座市総合計画＊を踏まえて、今後の循環型社会の実現に向

けた廃棄物行政の方向性について示すもので、本市の一般廃棄物処理に関する最上位計画となるもので

す。

本計画を作成するに当たり、第３次新座市環境基本計画＊のほか、国や埼玉県等の計画と整合性を図り

ました。

なお、本計画の実施のために必要な事業については、毎年度策定する新座市一般廃棄物処理実施計画＊

において定めることとします。

【３】 計画対象区域

本計画の対象区域は、本市全域とします。

第１編 第１章 計画策定の趣旨

‐2‐

新座市 上位計画

第５次新座市総合計画

第３次新座市一般廃棄物処理基本計画
（ごみ処理基本計画、生活排水処理基本計画）

第１０期新座市分別収集計画＊ 新座市一般廃棄物処理実施計画

※国や埼玉県等の関連する計画

・環境基本計画（環境基本条例）
・埼玉県廃棄物処理基本計画
・志木地区衛生組合＊

一般廃棄物処理基本計画
・朝霞地区一部事務組合＊

生活排水処理基本計画

※関連する法令等

・環境基本法＊

・循環型社会形成推進基本法＊

・個別物品の特性に応じた規制
（リサイクル関連の法律）

・廃棄物処理法
・資源有効利用促進法＊

第３次新座市環境基本計画



【４】 計画の対象廃棄物

本計画が対象とする廃棄物は、次のとおりです。

【５】 計画の期間

本計画は、令和５年度を初年度、令和１４年度を目標年度とする１０年間を計画期間とし、一般廃棄

物処理の基本方針について策定するもので、社会情勢や計画の進捗状況により見直しを行います。

第１編 第１章 計画策定の趣旨

一般廃棄物 ごみ

特別管理一般廃棄物＊

家庭系ごみ

事業系ごみ

一般ごみ：可燃ごみ、
リサイクル資源＊

不燃ごみなど

粗大ごみ

し尿

‐3‐



【１】 新座市の特性

新座市は、埼玉県の最南端に在り、東京都心から約２５㎞圏に位置し、東西約７km、南北約８km、総

面積２２．８㎢を有しています。

市の北部には柳瀬川、南部には黒目川に沿った低地があり、その両河川に挟まれた中央部は野火止台

地と呼ばれる高台となっています。

鉄道網は、ＪＲ武蔵野線が市の中央を東西に、東武東上線が北端を、また、西武池袋線が南端をそれ

ぞれ通っており、県央や都心へも交通至便の地にあります。

そのため、高度経済成長期に、北の東武東上線志木駅や南の西武池袋線ひばりヶ丘駅、東久留米駅、

清瀬駅などを中心に、首都近郊のベッドタウンとして、急速な宅地化が進みました。これにより、市街

地が南北及び周辺部から形成されることとなり、逆に市中央部に農地や自然が多く残るといった特徴的

な都市構造となっています。

第２章 新座市の概要
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22,155 22,233 22,293 22,334 22,289 22,085 21,781 21,550 21,364 21,000 

104,623 103,537 102,458 102,153 101,998 102,151 101,740 101,901 102,269 102,305 

34,980 36,757 38,402 39,541 40,480 41,250 41,821 42,276 42,575 
42,803 

20.55 

21.62 
22.62 

23.54 24.11 24.57 24.93 
25.29 

25.51 
25.62 

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

20.00

22.00

24.00

26.00

28.00

30.00

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4

〇人口の推移〇

15歳未満 15歳-64歳

68,945 
69,773 

70,651 

71,640 72,596 

73,707 
74,398 

75,516 

76,639 
77,330 

2.35 
2.33 

2.31 
2.29 

2.27 
2.25 

2.22 

2.19 
2.17 

2.15 

2.00

2.05

2.10

2.15

2.20

2.25

2.30

2.35

2.40

64,000

66,000

68,000

70,000

72,000

74,000

76,000

78,000

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

世帯数 平均世帯人員

【２】 人口及び世帯の推移

新座市の人口は、令和４年１月１日現在１６６，１０８人です。

過去１０年間の推移から内訳を確認すると、全国的な傾向と同様に少子高齢化の傾向が続いており、

過去１０年間で１５歳未満（年少人口）は減少、１５～６４歳（生産人口）は１０万２千人前後を推

移、６５歳以上（老年人口）は増加しています。そのため６５歳以上の人口割合が約２０％から２５％

へ増加しました。

また、世帯数は７６，６３９世帯、一世帯人員は約２．１７人です。過去の推移から世帯数は増加し

ていますが、一世帯人員は減少しています。

〇世帯数・平均世帯人員の推移〇

（単位：人） （単位：％）

・世帯数
（単位：世帯）

・世帯人員
（単位：人）

第１編 第２章 新座市の概要
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166,108161,758 162,527 163,153 164,028 164,767 165,486 165,342 165,727 166,208

※人口及び世帯数は各年１月１日現在の数値



【３】 産業の動向

新座市の事業所数及び従業員数は、平成２８年では４，７４１か所、従業員数は４９，７１５人です。

過去４回の調査結果の平均値は事業所が４，９４４か所、従業員数は５０，９３０人です。

産業別では、事業所数では卸売業・小売業が最も多く１，００９か所、次いで建設業７９３か所とな

ります。

また従業員数では、卸売業・小売業が９，４４２人と最も多く、次いで製造業７，１８５人となりま

す。

第１編 第２章 新座市の概要
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事務所数 （単位：箇所数） 従業員数（単位：人）

年度 H21 H24 H26 H28 H21 H24 H26 H28

合計 5,206 4,860 4,967 4,741 51,475 50,322 52,206 49,715

第１次産業 事業所数 6 6 6 6 38 30 39 40

第２次産業 事業所数 1,579 1,420 1,404 1,304 15,061 14,171 13,032 11,460

第３次産業 事業所数 3,621 3,434 3,557 3,431 36,376 36,121 39,135 38,215

年度 H21 H24 H26 H28 H21 H24 H26 H28

農業、林業 6 6 6 6 38 30 39 40

漁業 0 0 0 0 0 0 0 0

鉱業、採石業、砂利採取業 0 0 0 0 0 0 0 0

建設業 936 842 847 793 5,401 4,506 4,683 4,275

製造業 643 578 557 511 9,660 9,665 8,349 7,185

電気・ガス・熱供給・水道業 1 0 0 0ー ー ー ー

情報通信業 50 40 52 38 421 289 372 292

運輸業、郵便業 192 191 186 195 8,298 6,951 7,163 7,162

卸売業、小売業 1,144 1,068 1,057 1,009 9,803 10,352 10,348 9,442

金融業、保険業 49 49 49 43 588 627 703 665

不動産業、物品賃貸業 353 344 342 314 1,284 1,372 1,389 1,084

学術研究、専門・技術サービス業 137 117 130 132 483 486 561 1,426

宿泊業、飲食サービス業 569 515 539 515 5,007 4,940 5,281 4,790

生活関連サービス業、娯楽業 429 410 418 405 2,702 2,282 2,448 2,276

教育、学習支援業 161 161 166 164 1,602 2,459 2,523 2,470

医療、福祉 273 299 372 383 3,727 4,119 5,852 6,106

複合サービス業 20 12 18 16 236 151 423 438

サービス業(他に分類されないもの) 243 228 228 217 2,225 2,093 2,072 2,064

資料:総務省統計局「経済センサス‐基礎調査結果」「経済センサス‐活動調査結果」

注) 平成21年及び平成26年については、経済センサス‐基礎調査結果の数値、
平成24年及び平成28年については、経済センサス・活動調査結果の数値である。

〇産業別事業所数及び従業員数〇



【４】 市民・事業者の環境に関する意識調査

新座市では、環境に関する意識を把握するため、令和３年３月に本市に在住する市民及び市内事業者に、

環境に関するアンケートを実施しました。

そのうち、廃棄物に関する質問が３項目あり、結果は８ページから１０ページのとおりです。

〇 廃棄物に関するアンケート項目

１ 家庭ごみ収集体制について：８ページ

２ 家庭ごみの戸別収集について：９ページ

３ 家庭ごみの有料化について：１０ページ

市民 事業者

調査対象
市内に在住する
満18歳以上の男女（1,000人）

市内の事業者（100社）

実施方法
郵送配布・郵送回収による
郵送調査法及びWeb調査

調査期間 令和3年3月14日（月） ～ 3月27日（日）

回 収 率
郵送 Web 合計 郵送 Web 合計
28.9％ 6.9％ 35.8％ 37.0% 3.0% 40.0%
289人 69人 358人 37社 3社 40社

〇 調査対象及び方法

※出典：新座市環境基本計画

第１編 第２章 新座市の概要

北東地域 東北一丁目・二丁目 東部地域 新塚一丁目・新塚

北野一丁目～三丁目 栄一丁目～五丁目

東一丁目～三丁目 池田一丁目～五丁目

野火止五丁目～八丁目 南西地域 本多一丁目・二丁目

畑中三丁目 西堀一丁目～三丁目

北西地域 新座一丁目～三丁目 新堀一丁目～三丁目

中野一丁目・二丁目 南部地域 堀ノ内一丁目～三丁目

大和田一丁目～五丁目 道場一丁目・二丁目

中央地域 畑中一丁目・二丁目 片山一丁目～三丁目

馬場一丁目～四丁目 石神一丁目～五丁目

野火止一丁目・二丁目 野寺一丁目～五丁目

西部地域 野火止三丁目 栗原一丁目～六丁目

野火止四丁目

菅沢一丁目・二丁目

あたご一丁目～三丁目

‐7‐



１ 家庭ごみ収集体制について

新座市が行う環境行政施策についてお伺いします。現在の家庭ごみ収集体制をどう感じていますか。あて

はまるものを一つ選んで〇で囲んでください。

39.1%

40.4%

38.0%

56.7%

37.9%

30.0%

38.2%

30.3%

40.2%

40.4%

44.0%

26.7%

37.9%

65.0%

37.3%

42.4%

13.1%

16.0%

10.0%

6.7%

20.7%

14.7%

12.1%

6.1%

3.2%

4.0%

10.0%

3.4%

7.8%

15.2%

1.1%

4.0%

5.0%

1.0%

0.3%

1.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

市域全体

北東地域

北西地域

東部地域

中央地域

西部地域

南部地域

南西地域

満足である やや満足 やや不満 不満である 無回答 無効

家庭ごみ収集体制の満足度

家庭ごみの収集体制の満足度は、「満足である」の割合が東部地域において56.7％と

最も高く、「やや満足」までを含めると最も高い地域は西部地域で95.0％でした。

一方で、「やや不満」および「不満」の合計は南西地域が最も高く27.3％、次いで中

央地域で24.1％、南部地域で22.5％でした。

※出典：新座市環境基本計画

第１編 第２章 新座市の概要
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21.5%

16.0%

38.0%

23.3%

20.7%

15.0%

17.6%

27.3%

32.1%

26.6%

26.0%

33.3%

34.5%

45.0%

34.3%

39.4%

31.8%

36.2%

20.0%

36.7%

41.4%

30.0%

34.3%

18.2%

11.5%

18.1%

10.0%

6.7%

3.4%

5.0%

11.8%

9.1%

3.1%

3.2%

6.0%

5.0%

2.0%

6.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

市域全体

北東地域

北西地域

東部地域

中央地域

西部地域

南部地域

南西地域

賛成である どちらかというと賛成である どちらかというと反対である 反対である 無回答

２ 家庭ごみの戸別収集について

新座市が行う環境行政施策についてお伺いします。家庭ごみの「戸別収集」についてどのようにお考えで
すか。あてはまるものを一つ選んで〇で囲んでください。

家庭ごみの個別回収について

家庭ごみの戸別収集について、「賛成である」は北西地域において最も高く、「どち
らかというと賛成である」と合わせた割合はほぼ全地域で半数を超えています。

一方で、北東地域では「どちらかというと反対である」および「反対である」の合計
が54.1％を占めており、また、「反対である」の割合も最も高く18.1％でした。

※出典：新座市環境基本計画

第１編 第２章 新座市の概要
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３ 家庭ごみの有料化について

新座市が行う環境行政施策についてお伺いします。家庭ごみの発生・排出抑制及びごみ処理費用の負担の
公平性の観点から「家庭ごみの有料化」が効果的であるといわれていますが、市民の皆様の理解と協力が
必要となります。この家庭から出るごみの有料化についてどのようにお考えですか。あてはまるものを一
つ選んで〇で囲んでください。

家庭ごみの有料化について

家庭ごみの有料化について、「賛成である」は西部地域において最も高く、「どちら
かというと賛成である」と合わせて45％でした。

一方で、「どちらかというと反対である」および「反対である」の合計は、北西地域、
東部地域、中央地域、南部地域、南西地域において60％以上であり、いずれの地域でも
「賛成である」および「どちらかというと賛成である」の合計を上回る又は同値（西部
地域）となりました。

14.5%

11.7%

12.0%

10.0%

13.8%

20.0%

18.6%

15.2%

19.6%

29.8%

20.0%

16.7%

13.8%

25.0%

12.7%

15.2%

35.8%

35.1%

34.0%

43.3%

41.4%

25.0%

35.3%

36.4%

27.7%

22.3%

30.0%

26.7%

31.0%

20.0%

31.4%

30.3%

2.5%

1.1%

4.0%

3.3%

10.0%

2.0%

3.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

市域全体

北東地域

北西地域

東部地域

中央地域

西部地域

南部地域

南西地域

賛成である どちらかというと賛成である どちらかというと反対である 反対である 無回答

※出典：新座市環境基本計画

第１編 第２章 新座市の概要
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第２編 ごみ処理基本計画



第１章 ごみ処理・リサイクルの現状

【１】 ごみ処理の流れ

本市におけるごみの分別排出、収集・運搬、中間処理＊、最終処分及び資源化は、下図のとおり行って

います。
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カン ㈱スガワラ（埼玉県ふじみ野市） 資源化(アルミ製品・鉄筋等)

ペットボトル

資源 資源化(プラスチック製品原料)

プラスチック 容器包装外プラ

不適合物

乾電池 乾電池 資源化(鉄原料・亜鉛精錬原料等)

廃蛍光管 廃蛍光管 ㈱ウム・ヴェルト・ジャパン（埼玉県寄居町） 資源化（水銀回収、グラス

ウール、ガラス製品等)

生ビン ㈱スガワラ（埼玉県ふじみ野市） 再利用（リターナブル)

中村ガラス㈱（埼玉県さいたま市）

中村ガラス㈱（埼玉県さいたま市）

ビン

ガラス残渣 中村ガラス㈱（埼玉県さいたま市）

粗大ごみ 大型金属 資源化(アルミ製品・鉄筋等)

不燃ごみ 不燃アルミ

磁性物、非鉄類 埼玉県環境整備センター（埼玉県寄居町） 埋立

不燃残渣 ㈱ウィズウェイストジャパン（群馬県草津町） 埋立

再生家具 リサイクルプラザ利彩館で販売 再利用

不燃性有価物 ㈱浜屋（埼玉県東松山市） 再利用

羽毛ふとん 河田フェザー㈱（愛知県名古屋市） 資源化(羽毛）

自転車 国外で再利用

可燃残渣

埋立

ツネイシカムテックス㈱(埼玉県寄居町) 資源化(人工砂、道路路盤材)

可燃ごみ 集じん灰 ㈱ウィズウェイストジャパン（群馬県草津町） 埋立

余熱 ㈲築館クリーンセンター（宮城県栗原市） 資源化(道路路盤材）

富士見環境センター内の給湯に利用

家庭系自己搬入 騒音 大気汚染防止法等による規制基準値以下

許可業者 振動 更に、独自基準を設けて厳しくチェック

事業系自己搬入 悪臭

排ガス

ツネイシカムテックス㈱(埼玉県寄居町) 資源化(人工砂、道路路盤材)

渡辺産業㈱（栃木県日光市） 資源化(再生砕石）

(有)築館クリーンセンター（宮城県栗原市） 資源化(道路路盤材）

ジークライト㈱（山形県米沢市） 埋立

埋立

余熱 新座環境センター内の給湯に利用

焼却施設へ

動物死体 集じん灰 埋立

可燃ごみ 焼却灰

集じん灰
グリーンフィル小坂㈱（秋田県鹿角郡小坂町）

粗大ごみ

粗大施設へ

㈱スガワラ（埼玉県ふじみ野市）

焼却灰
埼玉県環境整備センター（埼玉県寄居町）

㈱GLOBAL　LINK　RECYCLE（埼玉県さいたま市）

再商品化事業者：中村ガラス㈱

（埼玉県さいたま市）
茶カレット

その他カレット
（財）日本容器包装

リサイクル協会

再商品化事業者：中村ガラス㈱

（埼玉県さいたま市）・ガラスリソー

シング㈱（千葉県銚子市）

リ・パレット㈱

　　　　（千葉県富津市）

グリーンフィル小坂㈱（秋田県鹿角郡小坂町）

容器包装プラ
（財）日本容器包装

リサイクル協会

エム・エム・プラスチック㈱（千葉県富津市）

粗大施設へ

１　ごみ処理フロー　

上半期　㈱スガワラ（埼玉県ふじみ野市）　
資源化（ペレット、フレーク）

下半期　㈱スガワラ（埼玉県ふじみ野市）

ＪＦＥ条鋼㈱（茨城県神栖市）

白カレット

資源化（ビン原料・煉瓦・ブロック

等)

（財）日本容器包装

リサイクル協会

リサイクルプラザ

（プラスチック
分別処理施設）

西工場
東工場
焼却施設

焼却施設

カン保管施設

ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ保管施設

中間処理施設 施設から排出

乾電池、廃蛍光管
保管施設

新座環境
センター

動物専用焼却炉

分別回収 委託業者 等 処分・資源化内容

粗大施設（切断）

木製粗大ごみのみ

粗大ごみ・
ビン処理施設

富士見環境
センター

※上記票は、令和３年度のものであり、委託業者が変更になる可能性があります。



種別 分別 主なもの 出し方 収集回数

可燃ごみ
家庭の生ごみ・ゴム、革製品
発泡スチロール・木片 など

透明又は白色半透明の袋に入
れて出す

週２回

リサイクル
資源

カン 飲料用・缶詰 など 水色のかごに入れて出す

週１回

ビン
ドリンク剤・ビール瓶・化粧品の
瓶・スプレー缶 など

黄色のかごに入れて出す

ペットボトル 飲料・醤油・めんつゆ など 青色のネットに入れて出す

資源プラスチック
ビニール袋・卵パック・プリンの
カップ・洗面器 など

緑色のネットに入れて出す

新聞 新聞・折込チラシ のみ

区分ごとにひもで縛って出す
雑誌 雑誌・書籍・紙袋・ノート など

段ボール 段ボール のみ

紙パック 飲料用紙パック のみ

布類 布類・毛布・タオル・シーツ 透明の袋に入れて出す

不燃ごみ
せともの・ガラス・金物・ビデオ
テープ

かご等に入れて出す。
（カン、ビンの容器併用可）

２週１回

有害ごみ

乾電池 乾電池 のみ 赤色の容器に入れて出す

使い捨てライター 使い捨てライター 灰色の容器に入れて出す

蛍光灯など 蛍光灯・水銀体温計
購入時のケース等に入れて出
す

粗大ごみ
一斗缶（２４×
２４×３５ｃｍ）
以上のもの

タンス・机・自転車・ソファ・電
子レンジ など

自宅前または集積所に出す
随時
(予約制)

【２】 分別収集体制

本市におけるごみは、一般家庭の日常生活に伴って発生する「家庭系ごみ」と事業活動に伴って発生

する「事業系ごみ」の２分類に大別され、集積所に出せるごみは「家庭系ごみ」のみとなっています。

１ 家庭系ごみ

家庭系ごみについては、下図の新座市のごみ・リサイクル資源の分別方法に示すとおり、５種１５分

別による分別収集を行っています。収集は、可燃ごみ（生ごみ等）は週２回、リサイクル資源（カン・

ビン・ペットボトル・資源プラスチック・新聞・雑誌・段ボール・紙パック・布類）は週１回、不燃ご

み・有害ごみ（乾電池・使い捨てライター・蛍光灯など）は２週に１回収集を行っており、粗大ごみは

窓口、電話又は電子申請による予約制にて戸別収集を行っています。

さらに、引越しなど一時的に多量のごみが排出される場合には、通常の収集が困難なため、志木市、

新座市及び富士見市で構成する志木地区衛生組合が管理する環境センター（富士見環境センター・新座

環境センター）に自ら持ち込むことができます。（この場合の分別方法は集積所へ排出する際の分別方

法と同じです。）

第２編 第１章 ごみ処理・リサイクルの現状
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〇新座市のごみ・リサイクル資源の分別方法〇



⑴ 在宅医療廃棄物

在宅医療の多様化とともに、家庭からも点滴バック、注射器等の在宅医療廃棄物＊が排出されるよう

になり、注射針のような感染のおそれがあるものについては特に配慮が必要です。

本市では、注射針など鋭利なものや感染性を有する医療廃棄物、使い残して不要となった医薬品類は、

危険を回避するため医療機関（薬局）等へ返却すること、通常感染性を有さないと考えられる薬剤のビ

ニールパック類も含めたその他の医療系廃棄物は、可燃ごみとして排出することをお願いしています。

なお、今後更なる在宅医療の進展が予測されることから、志木地区衛生組合と処理・処分方法につい

て調整を図り、医師会、薬剤師会等の関係団体に適正な処理についての協力を求めていくこととします。

２ 事業系ごみ

事業系ごみは、家庭用の集積所には出せないこととなっており、本市では、事業者自らが環境セン

ター（富士見環境センター・新座環境センター）へ直接搬入する方法と収集・運搬許可業者が収集して

搬入する方法があります。

分別排出の種類については、家庭ごみの５種１５分別から、リサイクル資源のうちの資源プラスチッ

ク、有害ごみ及び粗大ごみを除いた３種１０分別となっています。

なお、事業者の責務としては、廃棄物処理法第３条の規定により次のとおり定められています。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（抜粋）

第３条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処

理しなければならない。

２ 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその

減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃

棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処

理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係

る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、

容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないよう

にしなければならない。

３ 事業者は、前２項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保

等に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。

３ その他の一般廃棄物

第２編 第１章 ごみ処理・リサイクルの現状
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⑵ 特定家庭用機器

平成１３年４月に特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法＊）が施行されたことに伴い、対象

となる家電４品目（①「エアコン」、②「ブラウン管テレビ・プラズマテレビ・液晶テレビ」、③「冷

蔵庫・冷凍庫」、④「洗濯機・衣類乾燥機」）については、製造業者等にリサイクルすることが義務付

けられたため、市では回収を行っていません。対象となる家電製品の処理方法には、小売業者に引取り

を依頼する方法、製造業者等の指定引取場所に直接搬入する方法及び収集・運搬許可業者に収集を依頼

する方法があります。

⑶ 家庭用パソコン（デスクトップ本体・ノートブックパソコン・ブラウン管式ディスプレイ・液晶式ディスプ

レイ・ブラウン管式ディスプレイ一体型パソコン・液晶式ディスプレイ一体型パソコン）

平成１５年１０月１日から資源の有効な利用の促進に関する法律（資源有効利用促進法）に基づき、

家庭用パソコンはパソコンメーカー等による自主回収・リサイクルが義務付けられたため、市では回収

を行っていません。

回収された家庭用パソコンは、部品や材料を可能な限り再資源化＊をすることにより廃棄物の削減と

資源の有効利用を目指しています。

⑷ 処理困難物

本市では処理できないごみとして自動車部品、バイクの部品、タイヤ、バッテリー、石などを処理困

難物に指定しており、これらの処理については、市が許可をしている廃棄物処理業者又は民間の販売店

若しくは専門業者へ依頼するよう案内しています。

第２編 第１章 ごみ処理・リサイクルの現状
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⑸ 公共施設拠点回収の推進

市役所、公民館等の公共施設に回収箱を設置し、次の品目について拠点回収＊を行っています。

〇 小型充電式電池＊

小型充電式電池とは、充電して繰り返し使える電池であり、主にニカド電池・ニッケル電池・リチ
ウムイオン電池があります。

これらの充電池は、デジタルカメラや携帯電話、ノートパソコン等に使用されていますが、主な
材料として、ニッケル・コバルト・カドミウム等希少な資源が含まれていることから、平成１３年４
月から施行された資源有効利用促進法により、小型充電式電池の回収・リサイクルがメーカーに義務
付けられました。

このため、本市では平成１３年１１月から再生・再資源化をするため、小型充電池回収用のボック
スを設置し、拠点回収を行っています。

〇 インクカートリッジ

これまで不燃ごみとして排出されてきた使用済みインクカートリッジには、僅かですが希少金属で

あるレアメタルが含まれていること及びプリンターメーカーが、「インクカートリッジ里帰りプロ

ジェクト＊」と称しリサイクルシステムを構築していることから、本市ではプリンターメーカー４社

との協定により、平成２３年４月から公共施設等１０か所に回収箱を設置し拠点回収を開始していま

す。

〇 廃食用油

廃食用油＊は、天ぷら油等の使用済みの食用油をいいます。家庭から排出される廃食用油は、台所

の流しに捨ててしまうと排水管や下水道を詰まらせる原因となり、また、紙などに染み込ませて可燃

ごみとする処理方法では、リサイクルすることができません。こうしたことから、平成６年５月から

拠点回収を開始しました。

回収された廃食用油は、石けん・肥料・飼料・インク・バイオ燃料・飛行機燃料などの原料に使わ

れています。

第２編 第１章 ごみ処理・リサイクルの現状
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【３】 中間処理施設

１ 中間処理施設の現況（志木地区衛生組合の概要・施設）

市内から排出されるごみの処理は、志木市・富士見市・新座市の３市によって構成される志木地区衛生

組合の処理施設で処理を行っています。志木地区衛生組合とその施設の概要については、次のとおりと

なっており、資源化に関連する施設は、富士見環境センターに集約されています。

⑴ 志木地区衛生組合の概要

構成市：志木市、富士見市、新座市

設立年月日：昭和３９年６月１日

設立目的：ごみ等に関する事業

処理面積：５１．６０㎢

（志木市９．０５㎢、新座市２２．７８㎢、富士見市１９．７７㎢）

処理人口：３５４，９３２人（令和４年４月１日現在）

（志木市７６，３７４人・新座市１６５，７４１人・富士見市１１２，８１７人）

所在地：事務局 富士見環境センター 埼玉県富士見市大字勝瀬４８０番地

（敷地面積 ２０，８４１.７５㎡）

新座環境センター 新座市大和田三丁目９番１号

（敷地面積 １０，９４０.０２㎡）

処理施設の種類 処理能力
ごみ焼却炉 １８０ｔ／２４ｈ（９０ｔ×２基）
焼却灰含有重金属処理施設 １５ｔ／２４ｈ
集塵灰含有重金属処理施設 ３．６ｔ／２４ｈ
粗大ごみ・ビン処理施設

粗大・不燃ごみ系列 ２５ｔ×５ｈ
ビン系列 １３ｔ×５ｈ

リサイクルプラザ
資源プラスチック分別処理施設 ２６ｔ×５ｈ

処理施設の種類 処理能力
ごみ焼却炉 ９０ｔ／２４ｈ
集塵灰含有金属処理施設 ８．４ｔ／２４ｈ
粗大ごみ切断処理施設 ５．０ｔ／５ｈ

処理施設の種類 処理能力
ごみ焼却炉 ９０ｔ／２４ｈ
集塵灰含有重金属処理施設 ３．４ｔ／２４ｈ

【富士見環境センター】

（敷地面積２０，８４１.７５㎡、建築延面積１４，８７９.７６㎡）

【新座環境センター】

（敷地面積１０，９４０.０２㎡）

【東工場（建築延面積３，２４５.１０㎡）】

【西工場（建築延面積２，５２７.０９㎡）】

⑵ 志木地区衛生組合の施設

第２編 第１章 ごみ処理・リサイクルの現状
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【４】 最終処分

志木地区衛生組合及び構成市では、地域内で最終処分場＊を確保することができないため、処理され

た後の焼却灰＊や集じん灰＊、不燃残渣＊等は県営の埼玉県環境整備センター（埼玉県大里郡寄居町）や

民間施設（群馬県吾妻郡草津町）の最終処分場に埋め立てられています。

焼却灰や集じん灰の一部については、民間事業者に委託しセメントや人工砂の原料としてリサイクル

し、最終処分量の減量化に努めています。

最終処分をする廃棄物の種類については、焼却炉から発生する焼却残渣である焼却灰と集じん灰、粗

大ごみ破砕処理施設及び有価物回収施設から発生する不燃残渣である粗大・不燃残渣の３種類であり、

これらの処分施設及び最終処分量は下表のとおりとなっています。

〇最終処分をする廃棄物の種類と処分施設

第２編 第１章 ごみ処理・リサイクルの現状
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処分施設

焼却灰
埼玉県環境整備センター（埼玉県寄居町）
民間事業者（埼玉県寄居町）

集じん灰 民間事業者（群馬県吾妻郡草津町等）

不燃残渣 粗大・不燃残渣
埼玉県環境整備センター（埼玉県寄居町）
民間事業者（群馬県吾妻郡草津町）

種類

灰

※ 廃棄物の処分施設は、令和３年度の状況です。

ざんさ
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〇ごみ総排出量の推移〇

総合計 総排出量平均値 市民1人1日当たり排出量（ｇ） 市民1人1日当たり平均値

１ ごみ総排出量の推移

令和３年度のごみ総排出量は４６，８３８トンで、市民１人１日当たりのごみ排出量が７７２グ

ラムです。過去１０年間の平均値はそれぞれ４７，４８８トン、７９０．７グラムで、近年は排出

量が減少傾向にあります。

【１】 ごみ排出量の推移

第２章 ごみ・リサイクル資源の排出量・処分量等の推移

・ごみ総排出量
（単位：ｔ）

・市民１人１日当たり排出量
（単位：ｇ）
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（47,488t） （790.7g）

年度年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度



26,592 26,450 26,256 26,250 25,955 25,957 25,884 26,422 26,871 26,196 
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家庭系ごみ総排出量の推移

可燃ごみ 粗大ごみ

不燃ごみ リサイクル資源

総排出量平均値 市民1人1日当たり排出量（ｇ）

市民1人1日当たり平均値 市民1人1日当たり排出量資源除く（ｇ）

２ 家庭系ごみ排出量の推移

令和３年度の家庭系ごみ総排出量は３７，８４０トンで、市民１人１日当たりのごみ排出量

が６２４グラムです。過去１０年間の平均値はそれぞれ３８，５３８．９トン、６４１．７グラムで、

近年排出量が減少傾向にあります。

・家庭系ごみ総排出量
（単位：ｔ）

・家庭系ごみ
市民１人１日当たり排出量

（単位：ｇ）
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39,645 39,643 38,870 38,766 38,073 37,887 37,542 38,033 39,090 37,840

（38538.9t）

（641.7g）

※家庭系ごみでは、上記以外に廃乾電池等がありますが、排出量が微量のため標記していません。

年度年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度
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〇事業系ごみ総排出量の推移〇

総合計 総排出量平均値 市民1人1日当たり排出量（ｇ） 市民平均値

３ 事業系ごみ排出量の推移

令和３年度の事業系ごみ排出量は８，９９８トンで、市民１人１日当たりのごみ排出量が１４８

グラムです。過去１０年間の排出量の平均値は、それぞれ８，９４８．６トン、１４８．９グ

ラムであり、ほぼ横ばいで推移しています。

・事業系ごみ総排出量
（単位：ｔ）

・事業系ごみ
市民１人１日当たり排出量

（単位：ｇ）
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年度年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度年度

（148.9g）（8948.6t）



1,246 1,270 1,255 1,260 1,229 1,190 1,133 1,092 1,149 1,111 

353 355 353 336 330 329 310 316 352 328 

550 551 543 561 563 584 610 612 649 662 
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〇リサイクル資源物排出量の推移〇

ビン カン ペットボトル

紙類(集団資源回収） 資源プラスチック 総排出量平均値（9,816t）

資源化率（％） 資源化率平均値（25.45％）

４ リサイクル資源排出量の推移

令和３年度のリサイクル資源の総排出量は９，０９８トンです。過去１０年間の排出量の平均値

は９，８１６トンであり、回収量は減少傾向にあります。特に新聞・雑誌等の紙類の減少が大き

く、１０年で２，０００トンほど減少しています。

また、資源化率＊は令和３年度と（２４．０４％）と平成２４年度（２７．０８％）を比較する

と、約３ポイント減少しています。
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・リサイクル資源排出量
（単位：ｔ）

・資源化率
（単位：％）
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10,737 10,814

10,379
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9,743

9,520
9,187 9,079

9,395
9,098

年度年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度年度



５ 焼却灰・集塵灰・不燃残渣の排出量の推移

令和３年度の焼却灰・集塵灰・不燃残渣の総排出量は４，２２０トンです。

過去１０年間の平均値は４，６２１トンであり、近年排出量が減少傾向にあります。

これら焼却灰等の排出量は、ごみ総排出量に比例しています。

※ 焼却灰等の排出量は、構成３市（志木市・富士見市・新座市）の合計です。

※ 令和３年度は富士見環境センターの焼却炉の改修工事により、可燃ごみの一部を他市にて焼却した

ため、排出量が減少しています。
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・焼却灰等排出量
（単位：ｔ）
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〇焼却灰・不燃残渣の排出量の推移〇

焼却灰 集塵灰 粗大・不燃残渣 ガラス残渣 総排出量の平均値

4,880
4,687 4,683 4,576 4,597 4,546 4,620 4,673 4,727

4,220

年度年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度年度



【２】 ごみ処理経費の状況

令和３年度のし尿処理費を除くごみ処理経費は、ごみ処理収集運搬経費とごみ処理を共同で行ってい

る志木地区衛生組合への負担金の合計で約１６億円となり、ごみ処理人口から見ると、１人当たり年間

約９，８００円の経費が掛かっています。

年度 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3

ごみ総排出量（ｔ） 46,674 46,561 47,474 47,812 46,838

ごみ処理経費（千円） 1,248,150 1,288,033 1,349,270 1,383,810 1,633,643

収
集
運
搬
量

可燃ごみ（千円） 192,020 192,061 196,128 199,150 205,684

不燃ごみ（千円） 56,533 56,739 57,472 58,915 58,005

リサイクル資源（千円） 217,135 216,428 219,913 223,351 211,426

粗大ごみ（千円） 44,349 44,843 63,623 67,217 66,765

動物死体（千円） 1,938 1,831 1,585 2,037 1,879

志木地区衛生組合負担金（千円） 736,175 776,131 810,549 833,140 1,089,884

１人当たり年間ごみ処理原価（円） 7,575 7,783 8,160 8,350 9,829

１ｋｇ当たり処理原価（円） 27 28 28 29 35

人口 164,767 165,486 165,342 165,727 166,208

【３】 可燃ごみの組成

可燃ごみの組成は、乾物基準＊では紙・布類の割合が最も多く、次いでビニール・合成樹脂・ゴム

類、厨芥類、木・竹・ワラ類、不燃物類の順となっています。

また、湿物基準＊では、水分・可燃分の変動幅が４０％～５０％、灰分は５％程度です。

〇乾物基準 （単位：％）

年度 H23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2

紙・布類 54.41 51.43 53.58 54.43 51.85 49.89 52.44 50.26 49.02 52.73

ビニール・合成樹脂・ゴム類 23.50 22.32 19.45 20.59 20.59 22.49 22.11 22.08 24.47 19.75

木・竹・ワラ類 6.08 7.91 6.23 9.05 11.12 10.74 8.28 13.93 6.10 5.46

厨芥類 11.32 11.77 16.10 10.94 11.83 12.82 12.66 9.90 16.39 13.84

不燃物類 1.41 2.51 1.19 1.93 1.67 1.03 1.44 1.16 1.10 3.22

その他 3.28 4.06 3.45 3.06 2.94 3.03 3.07 2.67 2.92 5.00

合計 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

〇湿物基準

水分 49.82 47.93 48.20 50.44 47.22 50.41 47.09 47.42 48.57 43.32

灰分 6.87 6.75 6.68 6.13 6.05 5.17 5.65 5.27 4.70 7.37

可燃分 43.31 45.32 45.12 43.43 46.73 44.42 47.26 47.31 46.73 49.31

合計 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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※志木地区衛生組合負担金は、改修工事のため増額されています。

〇可燃ごみの性状分析の調査結果



【４】 類似団体との比較

環境省が提供する「市町村一般廃棄物処理システム評価支援ツール」を用い、県内の都市形態や人口

が類似する新座市を含めた自治体２０団体と下記の５項目について比較を行った結果、全項目とも平均

を上回る結果となりました。

・人口１人１日当たりごみ総排出量

・最終処分減量に要する費用

・廃棄物からの資源回収率

・人口一人当たり年間処理経費

・廃棄物のうち最終処分される割合

市町村名
人口

人口一人一日当
たりごみ総排出
量

廃棄物からの資
源回収率(RDF・
セメント原料化
等除く)

廃棄物のうち最
終処分される割
合

人口一人当たり
年間処理経費

最終処分減量に
要する費用

人 (kg/人･日) (t/t) (t/t) (円/人･年) (円/t)

平均値 119,595 0.831 0.234 0.040 11,372 36,914

埼玉県新座市 166,220 0.777 0.262 0.037 10,186 33,899

埼玉県行田市 80,341 1.021 0.096 0.014 9,134 20,663

埼玉県飯能市 79,246 0.840 0.221 0.000 11,139 35,836

埼玉県加須市 112,852 1.010 0.384 0.032 13,806 37,256

埼玉県東松山市 90,407 0.958 0.185 0.083 10,489 31,606

埼玉県狭山市 150,049 0.816 0.283 0.008 11,957 36,227

埼玉県鴻巣市 118,042 0.833 0.173 0.002 11,292 35,687

埼玉県上尾市 229,265 0.763 0.175 0.085 12,125 43,893

埼玉県蕨市 75,704 0.789 0.243 0.082 10,886 37,009

埼玉県戸田市 140,756 0.904 0.164 0.048 8,772 25,413

埼玉県入間市 147,312 0.863 0.231 0.061 10,814 32,808

埼玉県朝霞市 143,063 0.749 0.327 0.027 9,313 33,180

埼玉県志木市 76,454 0.759 0.301 0.035 10,868 36,806

埼玉県和光市 84,248 0.776 0.247 0.045 12,191 43,616

埼玉県桶川市 75,234 0.733 0.272 0.062 16,771 62,370

埼玉県久喜市 152,704 0.841 0.260 0.012 13,483 43,500

埼玉県富士見市 112,127 0.728 0.265 0.037 9,687 34,187

埼玉県三郷市 142,837 0.929 0.173 0.083 8,617 24,504

埼玉県坂戸市 100,487 0.774 0.207 0.026 12,068 39,579

埼玉県ふじみ野市 114,558 0.760 0.219 0.016 13,851 50,231
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※人口一人当たり年間処理経費は、収集運搬費のほか人件費等の諸経費が含まれているため、【２】ごみ処理経費の状況と値が異なりま
す。

人口１人１日当たり
ごみ総排出量



第３章 ごみ排出量の将来予測及び今後の課題

【１】 将来のごみ処理人口

将来のごみ処理人口の予測は、過去１０年間の人口動態から回帰分析を行い算出しました。

本市の人口は令和７年に約１６７，０００人でピークを向え、令和１４年に約１６５，０００人と緩

やかに減少しています。

※１ 平成３０年から令和３年までのごみ処理人口は各年１０月１日現在の人口実績値
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〇将来のごみ処理人口推計の推移・ごみ処理人口
（単位：人）
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【２】 ごみ排出量の予測

ごみ排出量の予測は、現行どおりの排出方法、収集・処理体制が将来にわたって継続する前提と、過

去１０年間の処理実績値を基に行いました。



年度 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9 Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 Ｒ13 Ｒ14

可燃ごみ(t) 26,482 26,592 26,450 26,256 26,250 25,955 25,957 25,884 26,422 26,871 26,196 26,028 25,962 25,959 25,807 25,717 25,621 25,586 25,404 25,284 25,156 25,009

粗大ごみ(t) 985 1,040 1,084 1,051 1,120 1,150 1,179 1,250 1,325 1,455 1,356 1,424 1,437 1,450 1,454 1,458 1,462 1,467 1,463 1,463 1,460 1,457

不燃ごみ(t) 1,259 1,236 1,258 1,148 1,143 1,184 1,190 1,179 1,165 1,323 1,152 1,217 1,213 1,213 1,205 1,199 1,194 1,190 1,180 1,172 1,164 1,154

廃乾電池(t) 42 40 37 36 46 41 41 42 42 46 38 45 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

ビン(t) 1,266 1,246 1,270 1,255 1,260 1,229 1,190 1,133 1,092 1,149 1,111 1,095 1,079 1,067 1,049 1,034 1,020 1,008 991 976 963 948

カン(t) 361 353 355 353 336 330 329 310 316 352 328 314 310 307 303 300 296 293 289 285 282 278

ペットボトル(t) 541 550 551 543 561 563 584 610 612 649 662 639 644 650 652 655 657 661 660 660 660 660

資源プラスチック(t) 1,136 1,145 1,182 1,203 1,259 1,279 1,296 1,320 1,368 1,456 1,450 1,438 1,452 1,467 1,472 1,480 1,485 1,494 1,492 1,493 1,493 1,491

紙・布類(t) 7,370 7,221 7,223 6,785 6,547 6,098 5,877 5,568 5,444 5,528 5,286 4,932 4,761 4,616 4,457 4,323 4,202 4,105 3,998 3,915 3,845 3,786

アルミカン(t) 186 189 198 204 207 206 207 207 208 222 223 220 221 223 224 224 225 226 227 227 227 227

紙パック(t) 35 33 35 36 37 38 37 39 39 39 38 40 40 41 41 41 41 41 41 41 42 41

合計(t) 10,895 10,737 10,814 10,379 10,207 9,743 9,520 9,187 9,079 9,395 9,098 8,678 8,508 8,371 8,198 8,057 7,927 7,828 7,698 7,598 7,511 7,431

総計(t) 39,663 39,645 39,643 38,870 38,766 38,073 37,887 37,542 38,033 39,090 37,840 37,391 37,165 37,039 36,708 36,477 36,250 36,117 35,791 35,563 35,337 35,097

市民1人1日当たり排出量
（ｇ）

675 670 669 653 649 632 627 622 629 643 624 616 611 607 604 600 597 594 591 588 586 584

１ 家庭系ごみ・リサイクル資源排出量の予測

家庭系ごみ・リサイクル資源排出量の予測は、人口により影響を受けると考えられるため、過去１０

年分の排出量から市民１人１日当たりの排出量を算出し、将来人口を乗じて算出しました。

排出量は毎年度３月末時点の実績を用いて将来予測値を算出しました。

予測値については以下のとおりです。

粗大ごみ、ペットボトル、資源プラスチックなどは増加しますが、全体の約７割を占める可燃ごみの

排出量が減少するため、ごみ総排出量は緩やかに減少する見込みです。
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実績値 予測値

・予測排出量
（単位：ｔ）
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〇家庭系ごみ・リサイクル資源の予測〇
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２ 事業系ごみ・リサイクル資源の予測

事業系ごみ・リサイクル資源についても、家庭系ごみ・リサイクル資源と同様に、現行どおりの排出

方法、収集・処理体制が将来も継続するという前提と、過去１０年間の処理実績値を基に、可燃ごみ・

不燃ごみ・ビン・カン・ペットボトルの５種類に分けて、予測を行いました。

全体の大部分を占める可燃ごみの排出量が減少するため、ごみ総排出量は緩やかに減少する見込みで

す。

実績値 予測値

年度 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9 Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 Ｒ13 Ｒ14

可燃ごみ（ｔ） 9,273 8,721 8,884 9,001 9,036 8,789 8,774 9,008 9,430 8,712 8,991 8,871 8,850 8,850 8,800 8,770 8,738 8,727 8,666 8,626 8,583 8,534

不燃ごみ（ｔ） 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ビン（ｔ） 19 18 16 15 12 12 10 8 8 7 4 6 5 5 4 4 4 4 3 3 2 2

カン（ｔ） 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ペットボトル（ｔ） 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

総計（ｔ） 9,297 8,742 8,903 9,019 9,051 8,804 8,787 9,019 9,441 8,722 8,998 8,880 8,858 8,858 8,806 8,777 8,744 8,733 8,671 8,631 8,587 8,538

市民1人1日当たり排出量
（ｇ）

158 148 150 151 152 146 145 149 156 143 148 146 146 145 145 144 144 144 143 143 142 142
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〇事業系ごみ・リサイクル資源の予測〇



年度 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9 Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 Ｒ13 Ｒ14

家庭系ごみ総排出量
（ｔ）

39,663 39,645 39,643 38,870 38,766 38,073 37,887 37,542 38,033 39,090 37,840 37,391 37,165 37,039 36,708 36,477 36,250 36,117 35,791 35,563 35,337 35,097

事業系ごみ総排出量
（ｔ）

9,297 8,742 8,903 9,019 9,051 8,804 8,787 9,019 9,441 8,722 8,998 8,880 8,858 8,858 8,806 8,777 8,744 8,733 8,671 8,631 8,587 8,538

総合計(t) 48,960 48,387 48,546 47,889 47,817 46,877 46,674 46,561 47,474 47,812 46,838 46,271 46,023 45,896 45,515 45,254 44,994 44,850 44,462 44,194 43,924 43,636
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〇ごみ・リサイクル資源の予測総排出量〇

家庭系ごみ総排出量（ｔ） 事業系ごみ総排出量（ｔ）

実績値 予測値

３ ごみ・リサイクル資源の予測総排出量

前述の家庭系及び事業系のごみ・リサイクル資源の予測総排出量は以下のとおりです。
家庭系ごみ、事業系ごみ共に緩やかに減少する見込みのため、令和１４年度は令和３年度と比較し約

７％減少する見込みです。

第２編 第３章 ごみ排出量の将来予測及び今後の課題
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１ ごみの減量化・リサイクルの推進（Ｐ２３参照）

令和２年度の可燃ごみの性状分析の調査結果によると、可燃ごみに混入する資源物の割合は、紙・

布類が５２．７３％、ビニール・合成樹脂・ゴム類が１９．７５％でした。

このことから、本来、リサイクル資源として排出すべき資源物が可燃ごみの大半を占めていること

が分かります。

そのため、ごみとして排出する段階で適正に分別し、リサイクルに努めることが必要です。

２ 生ごみの水切りの徹底（Ｐ２３参照）

可燃ごみの性状分析の調査結果によると、依然として水分が４０％～５０％ほど含まれている状況

です。

生ごみの水切りを徹底することで、ごみの減量化及び焼却効率の向上等が期待できることから、今

後も市民に対し水切りの徹底を呼び掛けていくことが必要です。

３ 資源プラスチック・ペットボトル類の排出削減（Ｐ２１参照）

資源プラスチック及びペットボトルの回収量が、令和３年度と平成２４年度を比較すると、資源

プラスチックは約２７％、ペットボトルは２０％増加しており、今後も更に増加傾向にあります。

昨今、海洋へのマイクロプラスチックの問題が出てきており、プラスチック類の排出量を減少さ

せることが必要です。

４ 粗大ごみ類の排出削減（Ｐ１９参照）

粗大ごみの排出量が、令和３年度（１，３５６トン）と平成２４年度（１，０４０トン）を比較

すると、３０％と著しく増加しています。

また、近年の生活様式の変化に伴い、今後も増加傾向にあると考えられます。

これらの粗大ごみを削減するに当たり、積極的にリユース＊を行うよう呼び掛けることが必要で

す。

５ 集団資源回収事業の維持（Ｐ２１参照）

集団資源回収事業＊は、家庭の日常生活から排出される新聞・雑誌等の紙類や布類アルミ缶等、資

源としていかせるものを、町内会や子ども会、ＰＴＡ等地域の団体で回収し、リサイクルを進める活

動です。

昨今のＩＴ化やペーパーレス化等の影響で、これら紙類の回収量は年々減少傾向にあり、令和３年

度（５，５４７トン）と平成２４年度（７，４４３トン）を比較すると約２５％減少し、事業として

の存続が危ぶまれています。そのため、今後もこの事業を推進していくために、可燃ごみに混入され

ている紙類の分別の徹底、また、回収事業者への支援が必要です。

本市のごみ処理、リサイクルの現状等を分析した結果、課題として次のことが挙げられます。

【３】ごみ処理に関する課題

第２編 第３章 ごみ排出量の将来予測及び今後の課題
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７ 新たな収集体制の整備（Ｐ５参照）

過去１０年の人口の推移からも、高齢化社会の進展及び世帯人数の減少が顕著に表れています。

また、昨今のライフスタイルの多様化に対応するため、高齢者や障がいのある人に対しての収集な

ど、新たな収集体制を検討していくことが必要です。

８ 中間処理施設の維持（Ｐ１６参照）

本市で収集されたごみは、志木地区衛生組合で中間処理を行っていますが、稼働開始後４０年以

上が経過していることから、計画的な施設整備が求められています。

今後、志木地区衛生組合と連携し、更なる減量化・再資源化を図ることにより、焼却処理を減ら

し、焼却炉等の施設の負担軽減をしていくことが必要です。

６ 事業系ごみの削減（Ｐ２０参照）

事業系ごみの排出量は、過去１０年間ほぼ横ばいの状況が続いています。

事業系の可燃ごみは、本市の廃棄物総排出量のうち約１９％を占めており、削減することでとて

も大きな効果があります。

そのため、今後の事業系ごみの排出については、事業者が責任を持って自ら処理することを徹底

し、ごみ減量意識の啓発を図ることが必要です。

第２編 第３章 ごみ排出量の将来予測及び今後の課題
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１０ ごみ処理経費の抑制（Ｐ２３参照）

人口増加に伴うごみ集積所＊の増加や老朽化した中間処理施設の維持に伴い、ごみ処理経費は今

後増加することが予測されます。そのため、現行のごみ処理体制を見直すなど、コスト面を重視し

た事業の効率化を図っていくことが必要です。

９ 最終処分場の確保（Ｐ１７参照）

最終処分場を持たない本市では、埋立処理を埼玉県外にまで委託しているのが現状であり、安定

した最終処分場の確保は困難です。現在の委託先の埋立残存量にも限りがあることから、引き続き

ごみの減量化・再資源化を図るとともに、焼却以外の新たな処理方法についても、国・埼玉県等の

動向を注視していくことが必要です。



第４章 ごみ処理基本計画

【１】 基本理念

将来のごみ排出量を減量し、持続型社会の実現していくためには、市民・事業者・市が一体となり、

家庭生活や事業活動等あらゆる場面において、“４Ｒ＊” 「ごみになるものを持ち込まない（断る＝

Refuse、リフューズ＊）」「ごみにしない（発生抑制＝Reduce、リデュース＊）、繰り返し使う（再使

用＝Reuse リユース）、ごみを再生利用する（再生利用＝Recycle、リサイクル）」を推進するための

創意工夫を重ね、努力していく必要があります。そこで、この計画の基本理念を次のとおりとします。

市民・事業者・市が協働し、ごみの少ない持続可能なまちを目指します

【２】 基本方針

過去１０年間の排出状況は、市民・事業者等のリサイクルに対する意識が向上した結果、ごみ排出量

は、人口が増加している中で減少傾向が見受けられる状況です。

しかしながら、今後は温室効果ガスの排出を実質ゼロにするカーボンゼロシティ宣言を行っているこ

とからも、更なる循環型社会の構築を目指していかなければなりません。

そこで、基本理念の達成に向けて、次の３つの基本方針を定めます。
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１： ごみの排出抑制や分別の徹底による減量化の推進

２： 家庭系・事業系ごみの更なる再資源化の推進

３： 市民・事業者・市の連携と協働の拡大



第２編 第４章 ごみ処理基本計画

⑵ 第９次埼玉県廃棄物処理基本計画＊（令和３年３月策定）

令和７年度を目標年度とした一般廃棄物の目標値が設定されています。

ア 「１人１日当たりの生活系ごみ排出量」を、平成３０年度比で約１６％減とします。

イ 「事業系ごみ排出量」を、４５１千トンに削減します。

ウ 「１人１日当たりの最終処分量」を、平成３０年度比で１８％減とします。
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【３】 ごみ減量化目標

１ 国・埼玉県の計画目標

国及び埼玉県では、一般廃棄物の減量化目標について、現段階では次のように策定しています。

⑴ 第４次循環型社会形成推進基本計画＊

２０２５年度を目標に、循環型社会形成の中長期的なイメージを形成しており、その進展度を測る

指標の一つとして、一般廃棄物の減量化取組目標が設定されています。

ア 「１人１日当たりのごみ排出量（※１）」を、約８５０グラムとします。

※１ 生活系（家庭系）ごみ、事業系ごみ、資源ごみ＊、集団資源回収等排出される全てのごみを

指します。

イ 「１人１日当たりに家庭から排出するごみの量（※２）」を、約４４０グラムとします。

※２ 資源ごみ、集団資源回収等を除いた値を指します。

ウ 事業系ごみの「総量（※３）」について、約１，１００万トンとします。

※３ 事業系ごみは、事業所数の変動が大きいことや、事業所規模によってごみの排出量に差があ

ることなどから、事業所単位ではなく事業系ごみの総量で考えます。



２ 本市の計画目標

前述の国及び埼玉県の減量化目標をもとに、本市の計画目標を次のとおり定めます。

第２編 第４章 ごみ処理基本計画
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⑴ 「市民１人１日当たりのごみ排出量（総計）」を、令和３年度比で約６％減とします。

⑵ 「市民１人１日当たりの家庭系ごみ排出量」を、令和３年度比で約７％減とします。

⑶ 「事業系ごみ排出量」を、令和３年度比で約５％減とします。

●国及び埼玉県の計画との比較

〇　「１人１日当たりのごみ排出量」

令和３年度実績値 具体的な数値目標

国 ８５０ｇ

新座市 令和３年度比で約６％削減 ７７２ｇ ７２５ｇ

〇 「１人１日当たりの家庭系ごみ排出量」

令和３年度実績値 具体的な数値目標

国 平成３０年度比で１６％削減 ４４０ｇ

埼玉県 平成３０年度比で１６％削減 ４４０ｇ

新座市 令和３年度比で約７％削減 ４７４ｇ ４４０ｇ

〇 事業系ごみ総排出量

令和３年度実績値 具体的な数値目標

国 平成３０年度比で１６％削減 １，１００万ｔ

埼玉県 平成３０年度比で１６％削減 ４５１千ｔ

新座市 令和３年度比で５％削減 ８，９９８ｔ ８，５３８ｔ



①　生ごみの水切り徹底の意識啓発

②　生ごみの堆肥化の推進

③　食品ロスの削減

①　紙・布類の分別の徹底

②　プラスチック類の分別の徹底

③　廃食用油の再資源化の推進

①　可燃ごみへの混入防止と再資源化の推進

②　小型充電式電池及びボタン電池の資源化の推進

①　プラスチック類の減量化の促進

②　分別収集の促進

③　販売店回収の促進

⑸　不燃ごみの再資源化と再利用の推進

⑷　有害ごみの再資
　　源化の推進

ご
み
減
量
化
・
再
資
源
化
の
推
進
計
画

１
　
家
庭
系
ご
み

２
　
事
業
系
ご
み

⑴　市民へのごみ減量化・再資源化の意識啓発

⑵　生ごみ減量化・
　　再資源化の推進

⑶　可燃ごみの再資
　　源化の推進

⑹　粗大ごみの再資源化と再利用の推進

⑺　容器包装廃棄物
　　の減量化・再資
　　源化の促進

⑻　家庭系ごみ有料化の検討

⑴　事業者へのごみ減量化・再資源化の意識啓発

⑶　紙・布類の排出抑制

⑷　容器包装廃棄物の減量化・再資源化の促進

⑸　適正な排出の徹底及び減量化対策の研究

⑵　生ごみ減量化・再資源化の促進

今後新たな目標を達成していくためには、さらなるごみの減量化及び再資源化を推進する必要がありま
す。

そのため、本計画ではこれまでの施策に加え、次の表のとおり「ごみ減量化・再資源化の推進計画」を
策定し、施策を進めてまいります。

【４】 ごみ減量化・再資源化の推進計画

第２編 第４章 ごみ処理基本計画

‐34‐



⑴ 市民へのごみ減量化・再資源化の意識啓発

ごみの減量化・再資源化の推進を考える上では、市民１人１人が日常生活を営む中で「ごみにしな

い・繰り返し使う・ごみは資源である」ことを意識しながら生活していくことが最も大切です。

そこで、広報にいざや市ホームページ、出前講座＊等を活用し、市のごみの現状やごみの減量化・再

資源化の取組など、定期的に情報を発信していくことで、市民への意識啓発に努めていきます。

⑵ 生ごみ減量化・堆肥化の推進

本市で排出されるごみの約７０％は可燃ごみです。可燃ごみについては、生ごみの減量化・堆肥化

を推進することで、更なるごみの減量化・再資源化を図ることができます。

そこで、生ごみの減量化・堆肥化を推進するため、市民・事業者・市の具体的な取組を推進します。

第２編 第４章 ごみ処理基本計画

１ 家庭系ごみ

① 生ごみの水切り徹底の意識啓発

生ごみの約７０％は水分です。この水分が多く含まれると、生ごみの重量が重くなるため、焼

却の効率が悪くなります。さらに、悪臭や腐敗の原因にもつながります。

そこで、市では、生ごみの水分を減らす取組として、広報にいざや市ホームページによる生ご

みの水切りの徹底の呼び掛けを行っています。

今後も、この取組を継続するとともに、更なる啓発活動を行います。

② 生ごみの堆肥化の推進

家庭から排出される生ごみの堆肥化については、生ごみ処理容器＊の購入に対する補助金交付制

度を検討するとともに、処理容器を用いない生ごみの堆肥化についての取組や生産した堆肥の利

用方法について調査・研究を進めます。
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③ 食品ロスの削減

食品ロスとは、本来食べられるにもかかわらず捨てられてしまう食べ物のことです。全国の令

和２年度の食品ロスは約５２２万トンと推計されています。

食品ロスの削減は、生ごみの減量化を図る上で重要な課題です。

そのため、市では、フードドライブなどの食品ロス削減のための取組を進めます。
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１ 家庭系ごみ

⑶ 可燃ごみの再資源化の推進

可燃ごみの中には、再資源化が可能な紙・布類及び厨芥類（生ごみ）及びプラスチック類が多く含

まれています。これらを再資源化することにより、可燃ごみの減量化を図ることができます。

① 紙・布類の分別の徹底

令和３年度末現在、町内会やＰＴＡ等を始めとする１３８団体が集団資源回収事業に登録して

おり、紙類（新聞・雑誌・段ボール・紙パック）及び布類のリサイクルを行っています。

しかしながら、可燃ごみの性状分析の調査結果によると、可燃ごみには資源物となる紙・布

類が約５２％含まれています（令和２年度実績）。そのため、広報等を通じて更なる分別の徹底

と適正な排出を啓発していくことが必要です。

② プラスチック類の分別の徹底

プラスチック類については、プラスチック製容器包装類とそれ以外のプラスチック類の両方を

「資源プラスチック」として分別収集し、再資源化を進めています。

しかしながら、可燃ごみの性状分析の調査結果によると、資源物となるビニール・合成樹脂・

ゴム類が約２０％含まれています（令和２年度実績）。そのため、広報等を通じて資源プラス

チックとしての更なる分別の徹底と適正な排出を啓発していくことが必要です。

③ 廃食用油の再資源化の推進

家庭から出る廃食用油については、河川の水質汚濁の防止と資源の有効活用を図るために、公

民館等の公共施設で拠点回収を行い、回収した廃食用油は肥料・飼料・飛行機燃料の原料とし

て利用されています。

今後も、この取組について広報等を通じて積極的に周知を図ることが必要です。
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⑷ 有害ごみ等の再資源化の推進

① 可燃ごみへの混入防止と再資源化の推進

可燃ごみへの混入防止と水銀・金属等の資源の回収を目的に、蛍光灯や水銀体温計は有害ごみ

として分別し、また、乾電池及び使い捨てライターは専用収集容器によって分別収集をしていま

す。

しかしながら、最終処分場の焼却灰の中に金属等が混入していることから、更に分別の徹底を

啓発していくことが必要です。
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１ 家庭系ごみ

⑸ 不燃ごみの再資源化と再利用の推進

不燃ごみは、有害ごみである使い捨てライターと共に破砕処理する過程において金属資源を回収し

ています。

また、使用済みインクカートリッジは、公共施設等で拠点回収を開始しています。

⑹ 粗大ごみの再資源化と再利用の推進

粗大ごみは、志木地区衛生組合に搬入後、破砕処理する過程において資源となる金属類を回収して

います。

さらに、富士見環境センター内のリサイクルプラザ利彩館＊において、再利用できる家具等を修理

し、市民向けに販売を行っています。そのため、販売の仕組み等を含めた施設を周知するとともに、

再利用品の活用を啓発します。

家具等の粗大ごみについては、再利用を推進するため、粗大ごみのリユースの取組（中古品流通業

者との提携、市のリサイクルショップ開設等）について、国や埼玉県の動向を注視していくとともに、

先進市の事例を通じて調査・研究を進めます。
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② 小型充電式電池及びボタン電池の資源化の推進

ニッケル、カドニウム等の貴重な資源の回収を目的に、小型充電式電池については販売店等で

の引取り及び市内の公共施設での拠点回収の利用を啓発します。

ボタン電池については、販売店等での引取りを啓発します。



第２編 第４章 ごみ処理基本計画

１ 家庭系ごみ

⑻ 家庭系ごみ有料化の検討

ごみの減量化と適正排出の施策の一つとして、家庭系ごみ処理の有料化は、ごみの発生・排出抑制

に効果的と言われています。しかしながら、有料化の実施については、市民に新たな負担を求めるこ

とになるため、十分な議論が必要となります。

さらに、戸別回収も含め収集・運搬の形態・体制について大幅な変更が生じることが考えられます。

そのため、今後の排出量の動向を注視しつつ、家庭系ごみ処理の有料化の必要性と効果及び戸別収

集実施の可能性を含めた収集・運搬体制の在り方等の課題を検討します。
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⑺ 容器包装廃棄物の減量化・再資源化の推進

容器包装リサイクル法＊により、主なプラスチック製品である容器包装の再商品化が義務付けられ、

令和２年７月から、スーパー等でレジ袋の有料化等が行われています。

このことにより包装材の削減に取り組む事業者が増えていますが、容器包装ごみの再資源化を高め

るためには、分別収集を推進するとともに、市民・事業者・市が一体となって環境意識を向上させ取

り組むことが必要です。

③ 販売店回収の促進

販売店では、ビール瓶や牛乳瓶、リターナブル容器＊、食品トレイ、紙パックなどを回収し資源

として活用する取組を行っています。このような取組を更に推進していく必要があることから、

市民には広報にいざや市ホームページ等で販売店回収について周知を図ります。

② 分別収集の促進

本市では、既にプラスチック製容器包装類をリサイクル資源（資源プラスチック）として分別

収集及び再資源化を行っていますが、依然として可燃ごみへの混入があることから、更なる分別

排出に向けて、広報にいざ・市ホームページ等を活用しながら啓発していくことが必要です。

① プラスチック類の減量化の促進

本市では、資源プラスチックやペットボトルの排出量が年々増加傾向にあります。

この一つの要因として、レジ袋などの使い捨てプラスチック類の増加があげられます。

近年、これらプラスチックごみの増加が、川や海への流出による海洋プラスチック問題、焼却

による地球温暖化などの要因となっています。

そのため、プラスチック類のごみ減量化の促進として、マイボトル・マイバックの推進など、

広報にいざ・市ホームページ等を活用しながら啓発していくことが必要です。



⑸ 適正な排出の徹底及び減量化対策の研究

事業系ごみについては、廃棄物処理法の規定により、事業者の責任において処理することが義務付

けられています。

しかしながら、家庭ごみと共にごみ集積所に排出している事例も見受けられることから、事業者に

対し、事業系ごみの適正な排出について周知を行います。

⑴ 事業者へのごみ減量化・再資源化の意識啓発

事業系ごみは、排出抑制の意識向上やリサイクル資源の適正な排出、分別の徹底、食品リサイクル

の推進等を通じ、より一層の減量化・再資源化を図ることが必要です。

そのため、減量化や再資源化の取組について、リーフレットや市ホームページ等を通じて意識啓発

に努めます。

特に、ごみ排出量が月量４トンを超える「多量排出事業者」に対しては、廃棄物管理責任者を選出

し、減量化・再資源化計画書の提出を求めることで、ごみ減量化・再資源化の意識啓発を図ります。

⑵ 生ごみ減量化・再資源化の促進

事業者から排出される可燃ごみにも多くの生ごみ（食品残渣）が含まれています。

本市の一部の事業者が、一般廃棄物処理業許可業者＊を通じて、食品残渣を堆肥化等を行っている

登録再生利用事業者に処理を委託するなどの食品リサイクルに取り組んでいます。

今後も食品リサイクルの更なる充実を図るため、食品リサイクル法＊適用事業者も含め、処理事業

者・回収事業者・市が協力することにより推進していきます。特に、ごみ排出量が月量４トンを超え

る「多量排出事業者」に対し、食品リサイクル法の周知や登録再生利用事業者の紹介等を行い、事業

系可燃ごみの減量化及び再資源化の啓発を図ります。

⑶ 紙・布類の排出抑制

紙・布類については、可燃ごみとして排出するのではなく、資源としてリサイクルすることで、減

量化・再資源化が可能です。そのため、市内事業者に対し、紙・布類のリサイクル促進についての啓

発を進めます。

⑷ 容器包装廃棄物の減量化・再資源化の促進

容器包装リサイクル法により、事業者は容器包装の再商品化が義務付けられました。さらに、年間

５０トン以上包装材を使う企業は、削減努力や国への報告を求められます。今後も減量化・再資源化に

対し国や埼玉県の動向を注視し、事業者に対し情報提供や啓発を行います。

第２編 第４章 ごみ処理基本計画

２ 事業系ごみ
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家庭生活や事業活動等あらゆる場面において、「ごみにしない、繰り返し使う、ごみは資源である」こ

とを意識し、ごみの減量化、循環型社会への方向転換を、市民・事業者・市が一体となり効率的に進めて

いくために、それぞれの行動と役割の目標を次のとおり定めます。

市民・事業者・市の行動と役割の目標

市民

⑴ ４Ｒの取組の推進
① Ｒｅｆｕｓｅ（リフューズ）:ごみになるものを断る
② Ｒｅｄｕｓｅ（リデュース）：ごみの発生を抑制する
③ Ｒｅｕｓｅ（リユース）：再利用を考える
④ Ｒｅｃｙｃｌｅ（リサイクル）：ごみを分別し、再資源化を推進する

事業者

⑴ 生産、流通、販売段階での改善
⑵ 店頭、販売店回収の促進
⑶ 食品廃棄物の排出抑制

市

⑴ 市民・事業者への働きかけ
⑵ 廃棄物減量化・再資源化に関する情報の提供
⑶ 廃棄物減量化・再資源化事業の支援

【５】 市民・事業者・市の協力体制に関する目標

第２編 第４章 ごみ処理基本計画
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⑵ 食品ロス削減の推進
① 生ごみ減量の推進
② フードドライブへの参加

～市民のごみ発生抑制につながるライフスタイルへの転換～

～事業者のごみ発生抑制につながる事業スタイルへの転換～

～啓発・支援などのごみ発生抑制策の促進～



〇 過剰包装の抑制

市民は、「物」を購入する際に、過剰な包装を断ることや、マイバッグ＊を持参することで包装

紙等のごみを減らすように努めます。

また、市民は、消費者の立場から、過剰な包装を実施している事業者に対して簡易包装への転

換を要望します。

〇 無駄な物は買わない

市民は、「物」を購入する際には、その商品・製品が不用となったときのことを考え、再資源

化が可能かどうかを判断し、適正な数量を購入するようにします。

また、地域や市の再資源化に関する情報や取組を把握するように努めます。

⑴ ４Ｒの取組の推進

市民は、持続化社会への返還のため、ごみ減量への取組として４Ｒの取組を行います。

１ 市民の行動

～市民のごみ発生抑制につながるライフスタイルへの転換～
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① Ｒｅｆｕｓｅ（リフューズ） :ごみになるものを断る

② Ｒｅｄｕｓｅ（リデュース） ：ごみの発生を抑制する

③ Ｒｅｕｓｅ（リユース） ：再利用を考える

〇 フリーマーケット等への積極的な参加

市民は、「物」を消費し排出する際に、まだ十分に再使用が可能な粗大ごみや衣類等について

は、フリーマーケットやバザー等の不用品交換の場を積極的に利用することにより、再利用を図

ります。

〇 故障品・破損品の修理

市民は、「物」が故障し、又は破損した場合、まず、修理できるかどうかを考え、できるだけ

修理し再度使用します。

〇 生ごみの水切りの徹底

家庭から排出される生ごみのうち、約７０％は水分です。そのため、市民は、生ごみを捨てる

際には水切りネットを使用するなどして、生ごみに含まれる水分を十分に減量してからごみに出

します。
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１ 市民の行動

～市民のごみ発生抑制につながるライフスタイルへの転換～
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④ Ｒｅｃｙｃｌｅ（リサイクル） ：ごみを分別し、再資源化を推進する

〇 分別排出の徹底

市民は、「物」を消費し、排出する際に、市が行っている分別回収に協力して排出します。特に、

容器包装廃棄物については、容器包装リサイクル法による分別排出を徹底します。

〇 環境やリサイクルに配慮した商品・製品の購入

市民は、生産者等事業者が行う環境に配慮した商品・製品の開発や自主的な取組等に関心を向

け、それらの状況を把握します。

そして、「物」を購入する際に、環境やリサイクルに配慮した商品や製品を購入することによ

り再資源化を図ります。

また、市民がリサイクルを推進することにより、事業者の環境問題、ごみ問題への取組を促進

し、より環境やリサイクルに配慮した商品・製品の開発を促すことにつながります。

〇 店頭及び販売店回収の積極的な利用

市民は、「物」を消費し、排出する際に、トレイ、紙パック、リターナブル瓶及び小型充電

式電池等の店頭回収を実施している事業者に積極的に協力することにより、ごみの再資源化を

図ります。

⑵ 食品ロス削減の推進

市民は、食品ロスの削減のため以下の取組を行います。

① 生ごみ減量の推進

市民は、家庭から出る生ごみを減らすため、日頃から“３ない”生活（買いすぎない・作りす

ぎない・捨てない）を心掛けた生活を送ることで、食材の廃棄をできるだけ少なくします。

② フードドライブへの参加

市民は、家庭で余っている食品について、地域のフードバンクへ寄附するフードドライブ等を

活用することで、できる限りごみとして廃棄するものを減らします。
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⑴ 生産、流通、販売段階での改善

２ 事業者の行動

～事業者のごみ発生抑制につながる事業スタイルへの転換～
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〇 生産段階での改善

事業者は、「物」を生産する段階で、原材料の選択や生産工程を工夫し、ごみの減量化やリサイク

ルに考慮した製品を作るよう努めます。

〇 流通段階での改善

事業者は、「物」を流通させるときには、ごみの減量化と再資源化が可能な材質を用いるとともに、

簡易な梱包や包装を心掛けるようにします。

〇 販売段階での改善

事業者は、「物」を販売する段階において、過剰な包装を自粛するとともに、消費者が包装の要否

を選択できる販売システムを検討し、マイバッグの持参を積極的に呼び掛けます。

また、リサイクルを推進するために、再生品を積極的にＰＲするとともに、その販売体制の確立に

努めます。

⑵ 店頭、販売店回収の促進

事業者は、身近な資源回収の場として、紙パックやトレイ、リターナブル容器、小型充電式電池、

ボタン電池の店頭、販売店回収を積極的に実施し、回収品目や回収量の拡大に努めるとともに、消

費者に対しては啓発を行い、協力を求めます。

⑶ 食品廃棄物の排出抑制

事業者は、食品小売業においては売れ残りを減らすなど販売方法を工夫し、外食産業においては食

べ残しの削減を図るなど、食品が廃棄物とならないように努めます。

また、一般廃棄物処理業許可業者を通じて、食品残渣を堆肥化等を行う事業者に処理を委託するな

どして、食品リサイクルを図ります。
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⑴ 市民・事業者への働き掛け

３ 市の行動

～啓発・支援などのごみ発生抑制策の促進～
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〇 市民への働き掛け

市は、市民自らが排出したごみの処理状況やごみ処理に係る経費を理解し、ごみ問題に関心を持

ち、エコライフへの転換ができるように、ごみ・リサイクル資源の分別・収集日程表、ごみ減量

化・再資源化に関するリーフレット等の配布を行います。

また、ごみ減量化・再資源化に関する情報について、広報にいざや市ホームページ等へ定期的に

掲載します。

〇 事業者への働き掛け

市は、ごみ減量に関する情報の提供や適正な排出についての指導を行うとともに、多量排出事業

者に対しては「事業系一般廃棄物管理責任者」の選任、「減量化・再資源化計画書」の作成・提出

などを求め、より一層の減量化・再資源化を図ります。

⑵ 廃棄物減量化・再資源化に係る情報の提供

〇 環境・ごみ教育の促進

市は、小学生・中学生及び各種市民団体を対象に、ごみ問題への関心と理解を深めてもらうため、

ごみの組成や処理方法、埋立状況等のごみ処理についての出前講座等を行います。

また、就学前の幼児を対象に、食べものを作ってくれた人への感謝や資源の大切さを忘れない心

を育み、食べ残しをなくして食品ロスを減らすための参加型の幼児講座を行います。

〇 フリーマーケットやバザー等のリサイクル情報の提供

市は、市民・事業者が行うフリーマーケットやバザー等の情報を広く公開し、再利用の協力を求

めます。

〇 グリーン購入法商品の推進

市は、製品やサービスを購入する際に、その必要性を考えるとともに、再生紙を使ったものやエ

コマークが付いているなどの環境への負荷ができるだけ少ない商品（グリーン購入法（国等による

環境物品等の調達の推進等に関する法律）に適合した商品）の調達を推進します。また、グリーン

購入＊に関する適切な情報提供を啓発します。
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⑶ 廃棄物減量化・再資源化事業の支援

３ 市の行動

～市の啓発・支援などのごみ発生抑制策の促進～
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〇 生ごみの減量化・堆肥化の推進（再掲）

家庭系生ごみの減量化については、水切りの徹底の周知とともに、市民の生ごみ処理容器の購入に対

する補助金交付制度を実施し、堆肥の利用方法の調査状況や利用先等を市民に周知していきます。

事業系生ごみの減量化については、食品リサイクル法の周知や食品残渣を堆肥化、肥料化、飼料化等

を行っている事業者を紹介し、生ごみの堆肥化によるごみの減量化と資源化を啓発します。

〇 集団資源回収事業活動への支援

市は、市民団体による集団資源回収活動を促進させるために、市民団体や回収事業者へ補助金等を交

付し、より一層の資源回収量の増加を図ります。

〇 廃食用油回収事業の促進（再掲）

市は、家庭から排出される廃食用油を、公共施設等で拠点回収するとともに、この取組についての周

知を引き続き行い、市民への啓発を図ります。
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ごみの収集・運搬においては､快適な生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るために、効率的な収集

体制を確保します。

⑴ 家庭系ごみの収集体制の見直し

【６】 収集・運搬計画

１ 基本方針

⑵ ごみ出し困難者への支援

⑶ 家庭系ごみ処理の有料化の検討

２ 収集・運搬の将来計画

⑴ 家庭系ごみの収集体制の見直し

市内には、令和３年度現在、約７，０００か所のごみ集積所があります。当面は、現行の収集・運

搬の形態・体制を維持していきますが、世帯数の増加や高齢化に伴うごみ集積所の分離等により、ご

み集積所が更に増加していくと考えられます。増加に伴う排出量、収集時間等の動向を見ながら、収

集車両の増車や戸別収集等について検討します。

⑵ ごみ出し困難者への支援

自力でごみを排出することが困難で、身近に協力を得ることができない方に対し、以下の支援制度を

実施します。今後においても高齢化が進むことが予想されるため、福祉部門等と連携を図りながら、新

たな制度の構築について検討します。

① 運び出し収集の実施

粗大ごみについては、高齢者や障がいのある人等を対象に、「粗大ごみ運び出し収集」を行ってい

ます。

② ふれあい収集の実施

令和５年度から、高齢者及び障がい者であり、自力でごみ集積所にごみを出すことができない方に

対し、ごみを自宅の敷地内又は玄関先から直接ごみを収集する「ふれあい収集」を実施します。

第２編 第４章 ごみ処理基本計画

‐46‐

⑷ 安全な運搬体制の整備



⑶ 家庭系ごみ処理の有料化の検討（再掲）

家庭ごみの有料化は、ごみの発生・排出抑制に効果的であるといわれています。しかしながら、費用

負担等の問題で市民との合意形成が重要であることから、今後の排出量の動向を注視しつつ、その必要

性と効果及び戸別収集実施の可能性を含めた収集・運搬体制の在り方等の課題を検討します。

第２編 第４章 ごみ処理基本計画
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⑷ 安全な運搬体制の整備

昨今のライフスタイルの変化に伴いごみの種類が多様化しており、廃棄物収集の際にバッテリーの

混入などによる発火事故が起きています。

そのため、ごみの多様化に対処し、中間処理、再資源化処理の内容にも対応した収集・運搬体制の

整備を図ることが必要です。



⑶ 粗大ごみの品目の変化への対応

家電４品目及びパソコンなどリサイクルが法律により義務付けられた粗大ごみ受入れを行わなく

なりました。今後も新たにリサイクルに係る法律が制定され、受入品目の変更が予想されますの

で、引き続き今後の動向を注視していくことが必要です。

また、富士見環境センター内には、リサイクルプラザ利彩館があり、粗大ごみとして収集・運搬

された家具等を修理し販売しています。

近年は、民間のリサイクルショップの増加やフリーマーケット・インターネットオークション等

による不用品の再利用する場が多くあります。

本市では、粗大ごみの排出量が増加傾向にあるため、今後はこれら民間の業者等の情報を集め、

連携を検討します。

収集された紙・布類以外のごみの中間処理は、新座市・志木市・富士見市で構成する志木地区衛生組

合にて行っており、ごみを適正かつ効率的に処理すること、環境に配慮した施設整備に努めること、そ

して、可能な限りごみの資源化を図ることをその目的とします。

⑴ 可燃ごみのごみ質検査等による適切な運転管理

【７】 中間処理計画

１ 基本方針

⑵ 生ごみや樹木等せん定材＊、草木類等の資源化施設整備の検討

⑶ 粗大ごみの品目の変化への対応

２ 中間処理の将来計画

⑴ 可燃ごみの性状分析の調査結果等による適切な運転管理（再掲）

可燃ごみの性状分析の調査結果によると、本来、リサイクル資源として排出すべき資源物が、可

燃ごみに多く含まれています。この混入した資源物の適正な排出の更なる啓発と指導の実施によ

り、可燃ごみのごみ質の変化と適正な焼却発熱量の維持が期待できます。

また、焼却灰に乾電池等の金属類が混入されているなどの問題もあることから、引き続きごみ質

検査等の実施による適切な運転管理を行います。

⑵ 生ごみや樹木等せん定材、草木類等の資源化施設利用の検討

生ごみや草木類等の堆肥化及び樹木等せん定材のチップ化・堆肥化については、既に資源化を実

施している地域での取組状況やリサイクル技術の動向等の情報を収集し、資源化システムや回収方

法の在り方、費用対効果等について調査・研究を行います。

第２編 第４章 ごみ処理基本計画
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本市の埋立対象となる焼却残渣及び不燃残渣は、全て志木地区衛生組合の施設から発生し、当該組合

が処理します。

組合構成市の行政区域内に最終処分場を保有していないため、より一層のごみの減量化・資源化の推

進に努めるとともに、計画的な最終処分先の確保を図ります。

⑴ 最終処分量の削減の検討

【８】最終処分計画

１ 基本方針

⑵ 集じん灰等の再資源化の検討

⑶ 施設改修・建設時の最終処分量減少の検討

２ 最終処分の将来計画

⑴ 最終処分量の検討

最終処分量を減らすためには、集団資源回収の更なる推進及びごみの適正な排出を行うことが必要

です。

そのため、分別については積極的に情報を発信し、市民に分別の徹底を働きかけます。

⑵ 集じん灰等の再資源化の検討

志木地区衛生組合では、焼却灰及び集じん灰の一部を道路路盤材などへ再資源化する取組を行っ

ています。今後も更に最終処分量の再資源化の取組を実施するとともに、焼却残渣、粗大・不燃残

渣の発生抑制に向けて分別排出・適正な排出の徹底を図ることが必要です。

⑶ 施設改修・建設時の最終処分量減少の検討

今後、現有施設の老朽化に伴う施設の改修を行う際に、最終処分量の抑制のための灰溶融炉等の

処理方式の導入について、志木地区衛生組合や構成市と協議を行ってまいります。

第２編 第４章 ごみ処理基本計画
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第３編 生活排水処理基本計画



【１】 生活排水に係る理念・目標

都市化の進展やライフスタイルの変化に伴い、生活排水は増加していますが、下水道整備の普及に

より河川の水質改善は進んでいます。快適な水環境を求めていくためには、今後もより一層の水質改

善に努めなければなりません。

また、河川の水質汚濁防止、公共用水質の保全及び生活環境の改善を図るため、公共下水道＊整備

事業と並行し、下水道計画の定めのない区域の合併処理浄化槽＊の設置を推進し、市民の生活環境を

より良好なものにします。

なお、生活排水処理率＊は、令和３年度末現在で９７．０％となり、市街化区域＊の区画整理の一部

を残しほぼ完了していますが、市街化調整区域＊については、現在、新座市汚水処理整備計画＊に基

づき整備を進めています。

第１章 生活排水処理

【２】 生活排水処理施設整備の基本方針

下水道計画の定めのない区域においては、合併処理浄化槽の設置を促進していきます。

また、公共下水道事業については、昭和４９年度に事業を着手し、事業許可範囲区域については

整備を進めてきた結果、市街化区域内の整備はおおむね完了しています。今後、市街化調整区域を

含めた事業区域内の計画的な整備を進めていくことが必要です。
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第２章 生活排水の処理状況

【１】 生活排水の処理主体

本市の生活排水の処理主体は、次の表のとおりです。

【２】 全般的な状況

し尿や家庭から排出される生活雑排水、浄化槽汚泥の処理方法は、次のとおりです。

〇生活排水処理の主体

１ し尿くみ取槽又は単独処理浄化槽による処理

し尿又は単独処理浄化槽汚泥は、一般廃棄物処理業許可業者による収集・運搬後、朝霞地区一部

事務組合において処理します。

また、生活雑排水は、し尿くみ取槽＊又は単独処理浄化槽＊では処理できないため、早期に合併処

理浄化槽又は公共下水道への転換が必要です。

２ 合併処理浄化槽による処理

し尿及び生活雑排水ともに、合併処理浄化槽での処理後、処理水については、雑排水管等の施設

を通じて河川等へ放流され、浄化槽汚泥については、一般廃棄物処理業許可業者により収集・運搬

された後、朝霞地区一部事務組合のし尿処理施設で処理します。

３ 公共下水道による処理

し尿及び生活雑排水ともに、公共下水道へ排水された後、埼玉県荒川右岸流域下水道＊新河岸川水

循環センター＊において処理され、その後新河岸川に放流されます。
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処 理 主 体 対象となる生活排水の種類

新座市公共下水道 し尿及び生活雑排水＊

朝霞地区一部事務組合
（朝霞市・志木市・和光市・新座市の４市で構成）

し尿及び浄化槽汚泥＊



４ 生活排水処理体系

公共下水道

し尿

生活雑排水

合併処理浄化槽の場合

し尿

生活雑排水

単独処理浄化槽の場合

し尿

生活雑排水

し尿くみ取り槽の場合

し尿

生活雑排水

生活排水処理体系

くみ取し尿＊

朝霞地区一部事務組合
し尿処理施設

新河岸川
水循環センター

処理水

処理水

処理水

荒川右岸流域
下水道

処理水 焼却

堆肥化

脱水汚泥＊

し渣＊

浄
化
槽
汚
泥

浄
化
槽
汚
泥

河
川
等
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合併処理浄化槽

単独処理浄化槽

し尿くみ取り槽



【３】 処理形態別人口

非水洗化人口であるし尿くみ取処理人口については、一般廃棄物収集・運搬許可業者の報告書に基づ

き算出します。

また、単独処理浄化槽処理人口については、行政人口を基にして、非水洗化人口、合併処理浄化槽処

理人口及び公共下水道水洗化人口のそれぞれの数値を使用して算出しています。この結果､本市の生活排

水処理形態別人口の推移は、次の表のとおりであり、令和３年度における生活排水処理率は９７．０％

となっています。

〇 生活排水処理形態別人口の推移

※人口は各年度３月末現在

※１ 行政人口は、住民基本台帳人口と外国人登録人口の合計による実績値
※２ 汚水処理人口は、下水道供用開始公示済区域内人口と合併浄化槽利用人口の合計値
※３ 水洗化・生活排水処理人口と公共下水道水洗化率は、水洗化状況の実績値
※４ 合併処理浄化槽は、生活排水に係る調査の実績値

（単位：人）

第３編 第２章 生活排水の処理状況
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平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

165,489 165,372 165,987 166,247 165,741

156,004 157,269 160,902 161,117 160,735

合併浄化槽 1,899 1,900 1,746 1,811 1,838

公共下水道（水洗化）   （Ｃ） 154,105 155,369 159,156 159,306 158,897

9,348 7,982 4,979 5,024 4,914

137 121 106 106 92

158,193 159,457 163,108 163,619 163,088

97.4 97.4 97.6 97.4 97.4

94.3 95.1 96.9 96.9 97.0

汚水処理人口　　 　　　　　　 （Ｄ）

公共下水道水洗化率 　Ｃ／Ｄ×100（％）

生活排水処理率　 　　Ｂ／Ａ×100（％）

非水洗化人口
（し尿くみ取処理人口）

年　　度

行政人口   　    　　 　　　　 （Ａ）

水洗化・生活雑排水未処理人口
（単独処理浄化槽）

水洗化・生活排水処理人口  （Ｂ）



第３章 くみ取し尿及び浄化槽汚泥の現状

【１】 くみ取し尿及び浄化槽による汚泥の処理人口・処理量

朝霞地区一部事務組合の構成４市（朝霞市・志木市・和光市・新座市）全体における平成２９年度

から令和３年度までの５年間のくみ取し尿＊及び浄化槽による汚泥の処理人口、並びに処理量は、そ

れぞれ次の表のとおりです。

１ 朝霞地区一部事務組合構成４市全体のくみ取し尿及び浄化槽汚泥の処理人口

（単位：人）

資料：朝霞地区一部事務組合

２ 朝霞地区一部事務組合構成４市全体のくみ取し尿及び浄化槽汚泥の処理量

（単位：kL）

資料： 朝霞地区一部事務組合
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年 度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

くみ取し尿
処理人口

858 701 694 840 514

浄化槽汚泥
処理人口

20,926 20,401 19,935 15,566 13,934

年 度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

くみ取し尿
処理量

2,075 1,906 1,800 1,604 1,571

浄化槽汚泥
処理量

9,812 9,587 8,961 8,517 8,447



【２】 くみ取し尿及び浄化槽汚泥の１人１日当たりの排出量

くみ取し尿及び浄化槽による汚泥の１人１日当たりの排出量の算出に当たっては、平成２９年度か

ら令和３年度までの構成４市全体の処理量の合計及び処理人口の合計を使用し、算出したものです。

〇 朝霞地区一部事務組合構成４市全体のくみ取し尿及び浄化槽汚泥の１人１日当たりの排出量

（単位：L/人・日）

※ 小数点以下２位未満の端数切捨て

【３】 収集・運搬計画、中間処理計画、最終処分計画

くみ取し尿及び浄化槽による汚泥の収集・運搬、中間処理、最終処分については、現行どおり朝霞

地区一部事務組合において適正に処理します。

なお、し尿処理において発生する残渣処理についても、資源として積極的に堆肥化・再生処理をし、

有効に活用します。

第３編 第３章 くみ取し尿及び浄化槽汚泥の現状

年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

くみ取し尿 6.62 7.44 7.10 5.23 8.37

浄化槽汚泥 1.28 1.28 1.23 1.49 1.66

‐55‐



第４章 生活排水処理基本計画

【１】 生活排水を処理する区域及び人口

１ 生活排水を処理する区域

生活排水を処理する区域は、公共下水道の整備事業と並行して合併処理浄化槽の整備を推進してい

くため、行政区域全体とします。

２ 生活排水を処理する人口

行政区域全域が生活排水の処理区域であるため、行政人口が生活排水を処理する人口となり、「第

２編 ごみ処理基本計画」の「第３章 ごみ排出量の将来予測及び今後の課題」で算出した将来のごみ

処理人口を使用します。

３ 将来人口推計の推移（P２５参照）

（単位：人）

※ 各年１０月１日現在

【２】 施設整備計画

埼玉県では、埼玉県生活排水処理施設整備構想＊により、令和７年度（目標年度）に生活排水処理

人口普及率１００％とすることを目指し、生活排水処理施設を計画的に整備していく計画があります。

本市においては、この構想に基づき、公共下水道の事業計画について、埼玉県荒川右岸流域関連公

共下水道の認可区域１，５８４．３ヘクタールの整備を進め、市街化区域内の汚水管整備はほぼ完了

しました。

また、市街化調整区域においても生活環境等の改善から、令和３年度に１２ヘクタールの認可区域

の拡大を図り、合わせて１，５９６．３ヘクタールの整備を進めています。

その他、経年劣化による下水管路の継続的な維持管理と改築修繕を行うべく、新座市汚水管路ス

トックマネジメント計画を策定し、将来的な維持管理コストの縮減と実現性の高い改築更新を目指し

ます。
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年 度 令和4年 令和5年 令和6年 令和7年

人 口 166,418 166,552 166,621 166,624



【３】 生活排水処理率の目標

行政区域内で発生する生活排水については、公共下水道（水洗化） 及び合併処理浄化槽により全

て処理することを目的としています。

生活排水処理基本計画は、埼玉県生活排水処理施設整備構想が令和７年度に生活排水処理人口普及

率の１００％の達成を目指すことから、生活排水処理基本計画においても同様に令和７年度の生活排

水処理率について、１００％の達成を目標とします。

〇 生活排水処理率の目標

※ 目標値は、埼玉県生活排水処理施設整備構想（計画処理人口普及率の推移）によります。

年 度 
現 行 

（令和４年度） 

目 標 

（令和７年度） 

生活排水処理率 

（％） 
93.9 100 

 

第３編 第４章 生活排水処理基本計画
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【４】 住民に対する広報・啓発活動

生活排水処理は、将来的には公共下水道及び合併処理浄化槽により全てを処理することが目標であ

ることから、市民に対して生活排水対策の必要性や重要性を更に周知するため、広報・啓発活動を実

施します。

なお、生活排水対策の広報・啓発に関する基本的考え方は、次のとおりです。

１ 生活雑排水の排出抑制対策及び適正処理の必要性の啓発

２ し尿、生活雑排水への異物混入防止の呼び掛け

３ 公共下水道への接続が可能な世帯に対する接続指導の実施

４ 浄化槽の清掃及び定期的な保守点検・定期検査の実施

５ 水質汚濁の防止及び節水の推進の呼び掛け

６ 単独浄化槽から合併浄化槽への転換の必要性の啓発

〇 生活排水対策の広報・啓発に関する基本的考え方



用語解説

【あ行】

○朝霞地区一部事務組合

一部事務組合は、地方公共団体の事務の一部を他の地方公共団体と共同処理するための組合をいう。新
座市は、朝霞市、志木市、和光市と朝霞地区一部事務組合を組織し、し尿の処理、障がい者支援施設の管
理・運営、常備消防等について共同処理している。

○荒川右岸流域下水道
埼玉県の広域下水道で、県の南西部の新河岸川流域を中心とする、首都圏４０km圏内の地域が処理する

区域。昭和４６年に川越市、所沢市、狭山市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふ
じみ野市及び三芳町を処理区域として事業着手し、その後、昭和５０年には川島町、昭和６０年には吉見
町を編入し、現在は１０市３町を処理区域としている。

○一般廃棄物

廃棄物処理法では「産業廃棄物以外の廃棄物」と定義されている。ごみ（一般廃棄物）は、家庭から排
出される家庭系ごみ（家庭系一般廃棄物）と、産業廃棄物を除いた商店、事務所、工場などから排出され
る事業系ごみ（事業系一般廃棄物）に分けられる。

○一般廃棄物処理業許可業者

一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う業者を指す。この業を行うに当たり、区域を管轄する市町村
長の許可を受ける必要がある。

○一般廃棄物処理計画

廃棄物処理法では、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図りつつ、一般廃棄物の適正な処理を行うため、
市町村に策定が義務付けられており、「ごみ処理基本計画」と「生活排水処理基本計画」から成る計画を
いう。

○一般廃棄物処理実施計画

一般廃棄物処理計画を推進するため、ごみの排出量の見込み、収集運搬から処理・処分、再資源化の方
法等を年度ごとに定めた計画。

○インクカートリッジ里帰りプロジェクト
プリンターメーカー４社（ブラザー、キヤノン、エプソン、日本HP）が使用済みインクカートリッジを

共同回収し、再資源化を行う取組。本市では、このプリンターメーカー４社と協定を締結し、平成２３年
４月から、公共施設等１０か所に回収箱を設置している。

【か行】

○合併処理浄化槽
し尿や生活雑排水を微生物の働きなどを利用して浄化し、きれいな水にして放流するための浄化槽をい

う。公共下水道などが整備されていない地域でトイレを水洗化するときにその設置が義務付けられている。

○家庭系ごみ
家庭の日常生活に伴って排出される廃棄物。
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○家電リサイクル法（特定家庭用機器再商品化法）

一般家庭や事務所から排出された家電製品（エアコン、テレビ（ブラウン管、液晶・プラズマ）、冷蔵
庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機）から、有用な部分や材料をリサイクルし、廃棄物を減量するとともに、
資源の有効利用を推進するために制定された法律。



○乾物基準
検査を行う際に、検査対象の水分を取り除いた状態で行うこと。

用語解説

○環境基本法

「公害対策基本法」と「自然環境保全法」を合わせて発展させた法律で、環境に関する施策の基本的な
方法を示す規定で構成している。廃棄物の増大や地球温暖化、オゾン層の破壊等といった環境問題に対処
し、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に進めることを目的としている。

○拠点回収
集積所や市役所、公民館などを拠点として回収する方式。

○グリーン購入

製品、サービスを購入する際、必要性を十分考慮し、できる限り環境への負荷が少ないものを優先的に
購入することをいう。

○減量化
焼却等の処理により発生するごみの容積や重量を減らすことをいう。

○公共下水道

主として市街地における下水を排除し、又は処理するために地方公共団体が管理する下水道で、終末処
理場を有するもの及び流域下水道に接続するものであり、汚水を排除すべき排水施設の相当部分が暗渠で
ある構造のものをいう。

○小型充電式電池

充電して繰り返し使える電池であり、主にニカド電池・ニッケル電池・リチウムイオン電池がある。デ
ジタルカメラや携帯電話、ノートパソコン等に使用されている。主な材料として、ニッケル・コバルト・
カドミウム等希少な資源が含まれている。

○ごみ集積所
ごみ収集車による回収が指定されている家庭ごみを出す場所をいう。
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○くみ取し尿
し尿くみ取り槽の便槽（タンク）に貯留されていたし尿。

○再資源化

不要になったものやごみとして排出されたものを分別等により資源としてリサイクルすることをいう。
ごみの破砕や焼却等の処理を経由してリサイクルされるものも含まれる。

【さ行】

○最終処分場

一般廃棄物及び産業廃棄物を埋立処分をする場所及びその施設、設備をいう。最終処分場には、安定型
（有機物や有機物が付着していない廃プラスチック類、金属くず、ガラスくずや陶磁器くず等を埋め立て
る処分場）、管理型（埋立物による地下水等の汚染を防止 するために遮水構造を有している処分場）及び

遮断型（埋立基準以上の有害物を含む廃棄物を埋め立てるために、周囲と隔離するため強固なコンクリー
ト構造物で作られ、雨水流水防止のため屋根等の覆いが設けられている処分場）の三つがある。



用語解説

○在宅医療廃棄物
自宅で使用して排出される注射器 、点滴バック等の医療廃棄物のことで、各自治体によって取扱いは

様々である。本市では、注射針等鋭利なものや感染性を有する医療廃棄物は危険を回避するため医療機関
（薬局）へ返却し、感染性を有さないものは可燃ごみとして排出することとしている。

○埼玉県生活排水処理施設整備構想

埼玉県生活環境保全条例第１６条第１項において、「知事は、市町村と連携して、公共用水域の水質に
対する汚濁の負荷を低減するために必要な生活排水の処理施設の整備に関する広域的な計画を定め、その
整備の促進に努めるものとする。」と定めている。本構想は、この規定に基づき、市町村が廃棄物処理法
に基づき策定した生活排水処理に関する計画書等の取りまとめを行い、広域的な計画として埼玉県が策定
したものである。
なお、本構想は、県や市町村が生活排水処理施設の整備を進める上での指針となるものである。

○産業廃棄物

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類そ
の他政令で定める廃棄物。

○市街化区域

都市計画区域のうち、既に市街化を形成している区域及びおおむね１０年以内に優先的かつ計画的に市
街化を図るべき区域。

○志木地区衛生組合

志木市・富士見市・新座市の３市が共同で一般廃棄物の処理を行うために設立した一部事務組合。富士
見環境センターと新座環境センターの２施設を運営しており、ごみ焼却や粗大ごみ破砕、有価物の回収等
を行っている。

○市街化調整区域
都市計画区域のうち、市街化を抑制すべき区域。宅地造成などの開発は、原則として制限される。

○事業系ごみ
事業活動に伴って生じる廃棄物で、事業系一般廃棄物と産業廃棄物*に分けられる。
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○資源化率（リサイクル率）
ごみの総排出量のうち、資源としてリサイクルされる量の割合。

○資源ごみ
資源としてリサイクル可能なごみで、紙類、布、カン、ペットボトル、プラスチック類等が挙げられる。

○資源有効利用促進法（資源の有効な利用の促進に関する法律）

循環型社会を形成していくために必要な３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）の取組を総合的に
推進するための法律である。この法律では、１０業種・６９品目を指定し、製品の製造段階における３Ｒ
対策、設計段階における３Ｒの配慮、分別回収のための識 別表示、事業者による自主回収・リサイクルシ
ステムの構築等が規定されている。



用語解説

○し渣
し尿、浄化槽汚泥をし尿処理場で処理した後に残る汚泥以外のもの。

○集じん灰

ごみの焼却処理によって生じる灰分の一部が燃焼ガス中に飛散し、排ガス処理装置（バグフィルター等
の集じん装置）で捕集されたもの。

○循環型社会

廃棄物等の発生を抑制し、発生した廃棄物のうち有用なものを循環資源として利用し適正な廃棄物の処
理をすることで、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷をできる限り低減した社会のことをいう。

○集団資源回収事業

ごみの減量化及び再資源化を推進するため、家庭の日常生活から排出される新聞・雑誌等の紙類や布類
等を、町内会や子ども会、ＰＴＡ等市に登録した地域の団体がそれぞれ分別して排出し、市の指定協力事
業者がこれを回収する事業をいう。

○循環型社会形成推進基本法

循環型社会を構築するに当たり、国民・事業者・市町村・政府の役割が規定された法律で、廃棄物処理
やリサイクルを総合的かつ計画的に推進するための基本方針を定めている。

○循環型社会形成推進基本計画

循環型社会形成推進基本法の規定に基づき、①循環型社会の形成に関する施策についての基本的な方針、
②循環型社会の形成に関し、政府が統合的かつ計画的に講じるべき施策、③その他循環型社会の形成に関
する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項を定めたものである。

○焼却灰
ごみの焼却処理によって生じる灰分や不燃物のことをいう。
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○し尿くみ取槽
し尿をタンク（便槽）へ溜め、定期的にくみ取り処理を行うトイレをさす。

○湿物基準
検査を行う際に、検査対象の水分が含まれている状態で行うこと。

○食品リサイクル法（食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律）

食品製造工程から出る材料くずや食品残渣などのリサイクルを進めるため、生産者や販売者などに食品
廃棄物の減量・リサイクルを義務付けた法律である。

○新河岸川水循環センター
荒川右岸流域下水道で埼玉県和光市に所在する下水処理施設をいう。

○浄化槽汚泥
し尿や生活雑排水を浄化槽で処理した後に残る汚泥。



用語解説

○せん定材
切断された植木や庭木等の樹木の一部をいう。

○第９次埼玉県廃棄物処理基本計画

令和３年度から令和７年度までを期間とし、環境への負荷の少ない循環型社会の構築に向け、廃棄物を
取り巻く諸情勢の変化や新たな課題への対応を図ることを目的として埼玉県が策定した計画をいう。

○第５次新座市総合計画

総合計画とは、市が策定する計画の中で最上位に位置する市政運営の基本的指針となるものをいう。令
和５年度から令和１４年度までを計画期間とする計画であり、市が目指すべき将来都市像を掲げ、分野ごと
の基本政策を示したものである。

○単独処理浄化槽

し尿だけを処理する浄化槽をいう。生活雑排水（風呂、台所等からの汚水）は未処理のまま放流されて
いる。平成１２年の浄化槽法の改正により、単独処理浄化槽は浄化槽の定義から削除された。

○脱水汚泥
し尿、浄化槽汚泥をし尿処理場で処理した後に残る水分の少ない汚泥。

○中間処理

収集したごみの焼却、下水汚泥の脱水、不燃ごみの破砕、選別などにより、できるだけごみの堆積と重
量を減らし、最終処分場に埋立て後も環境に悪影響を与えないように処理することをいう。さらに、鉄や
アルミ、ガラスなど再資源として利用できるものを選別回収し、有効利用する役割もある。

【た行】
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○生活排水処理率

行政区域内で発生する生活排水のうち、公共下水道（水洗化） 及び合併処理浄化槽によって処理を行っ
ている割合。

○出前講座（新座市快適みらい都市づくり出前講座）

市民の生涯学習意欲に応えるとともに、市政の理解を深め、市民と行政とが一体となって元気の出るま
ちづくりを推進することを目的として開講している講座をいう。市職員等が講師となり、行政の仕事の説
明や職員等が持つ専門知識を提供している。

○特別管理一般廃棄物
爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる恐れがある性状を有する一般

廃棄物をさす。

○生活雑排水
家庭からの排水のうち、台所や洗濯、浴室等から排出される汚水のことをいう。



用語解説

○新座市環境基本計画

環境基本法の基本理念により、新座市環境基本条例に基づき、環境の保全等に関する施策を総合的かつ
計画的に推進するため策定したものである。現在の大量生産、大量消費、大量廃棄型の社会から持続可能
な社会への転換を図るため、市民、事業者及び市の３者の 連帯と協働により、自然と人と調和した環境に
やさしいまちづくりに取り組むことを基本とする計画である。

○廃棄物処理法（廃棄物の処理及び清掃に関する法律）
廃棄物の定義や責務、処理業や処理施設の基準等を定めた法律である。廃棄物の排出を抑制し、適正な

処理（分別、収集、運搬、再生、処分等）を行い、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的
としている。

○新座市汚水処理整備計画

平成２８年度から令和７年度までを計画期間とした、公共用水域の水質に対する汚濁の負荷を低減する
ために必要な生活排水の処理施設の整備に関する広域的な計画をいう。

○廃食用油

天ぷら油等の使用済みの食用油のことをいう。家庭から出るこの油を生活排水に流すと水質汚濁のおそ
れがあることから、自治体によっては資源として回収し飼料や石けん等の原料にする取組が行われている。

【は行】
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○フードドライブ

家庭で余っている食品を、地域のフードバンク等の生活困窮者支援団体、子ども食堂、福祉施設等に寄
付する活動をさす。

○不燃残渣
ごみの中間処理等で残ったカスで、志木地区衛生組合の焼却処理施設で焼却できないもの。

○分別収集計画

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の規定に基づき、一般廃棄物の大半を占め
る容器包装廃棄物を分別収集し、最終処分量の削減を図る目的で、市民・事業者・行政がそれぞれの役割
を明確にするとともに、関係者が一体となって取り組むべきリサイクルの具体的方法を策定したものをい
う。

○マイバッグ
お店などで買物をする際に、レジ袋をもらわずに自分で持っていく買物袋のことをいう。

【ま行】

○生ごみ処理容器
生ごみから有機肥料を生成する機器のことで、主に温風によって乾燥処理する方式と 微生物によって分

解処理する方式がある。

【な行】



用語解説

○リサイクル（再生利用）

廃棄物を原材料として再利用することをいう。効率的な再生利用のためには、同じ材料の物を大量に集
める必要があり、特に自動車や家電製品といった多数の部品から成る複雑な製品では、材質の均一化や材
質表示などの工夫が求められている。

【ら行】

○リサイクルプラザ利彩館

志木地区衛生組合の富士見環境センター敷地内にあり、プラスチック分別処理施設とリサイクル工房、
展示スペース・情報コーナー等を併設した施設である。展示スペースで は、市民から粗大ごみとして回収
した家具等を一部修理し、再生家具として構成市の市民等に販売している。

○４Ｒ
循環型社会形成推進基本法で定められている循環型社会の形成における基本原則である３Ｒ【リデュー

ス（Reduce）:ごみの発生抑制、リユース（Reuse）:再使用、リサイクル（Recycle）：再生利用】に【リ
フューズ(Refuse):ごみになるものを断る】を加えた考え方である。
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○リターナブル容器

ビール瓶や一升瓶等繰り返し使える容器のことをいう。使用済みの容器を販売店を通じて回収し、飲料
メーカー等が洗浄して再び商品として販売している。

○リデュース（発生抑制）

ごみの発生を押さえることで、３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）の中で最優先される。事業
者には、製品の設計から販売までに至る全ての段階での取組が、消費者にはライフスタイル全般にわたる
取組が求められている。

○リフューズ（断る）
ストローや割り箸など、使い捨てでいずれごみになるものの受取りを断ることをいう。

○リユース（再使用）
一旦使用された製品や部品、容器等を繰り返し使うことをいう。

○レアメタル

非鉄金属のうち、流通量が非常に少ない希少な金属を指す。主に、ニッケル、コバルト、チタン等があ
り、僅かではあるが携帯電話やインクカートリッジ、小型充電式電池等に含まれている。

○リサイクル資源
廃棄物の中で資源として、再利用が可能なものをさす。

本市では、カン・ビン・ペットボトル・資源プラスチック・新聞・雑誌・段ボール・紙パック・布類の
分別収集を行っている。

○容器包装リサイクル法（容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律）

容器包装廃棄物のリサイクル制度を構築することにより、一般廃棄物の減量と資源の有効利用の確保を
図ることを目的として、平成７年６月に制定された法律である。

【や行】
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